
は
じ
め
に

一
、
近
代
に
お
け
る
「
臣
籍
降
下
」
の
沿
革

近
代
に
お
け
る
「
臣
籍
降
下
」
の
制
度
の
沿
革
は
大
き
く
以
下
四
つ
の
時
期
に

分
け
ら
れ
る
。

第
一
、
明
治
初
期
に
お
け
る
「
一
代
皇
族
制
」
の
制
定
か
ら
崩
壊
に
至
る
ま
で

の
時
期
で
あ
る
。
維
新
期
に
お
け
る
宮
門
跡
の
復
飾
（
還
俗
）
の
結
果
、
伏
見
、

有
栖
川
、
閑
院
、
桂
四
つ
の
世
襲
親
王
家
の
ほ
か
、
多
数
の
宮
家
が
新
設
さ
れ
、

こ
の
新
設
の
宮
家
を
め
ぐ
っ
て
近
代
皇
族
・
宮
家
関
係
の
制
度
が
整
備
さ
れ
た
（
１
）。

明
治
三
年
、
世
襲
親
王
家
を
除
く
新
設
の
宮
家
に
対
し
て
二
代
以
降
は
臣
籍
降
下

す
る
と
い
う
一
代
皇
族
制
が
設
け
ら
れ
た
が
（
２
）、
一
連
の
特
例
（
３
）の
発
生
に
よ
り
、
確

立
し
た
ば
か
り
の
「
一
代
皇
族
制
」
は
次
第
に
崩
さ
れ
て
い
っ
た
（
４
）。

第
二
、
明
治
二
二
年
皇
室
典
範
の
制
定
か
ら
明
治
四
〇
年
典
範
増
補
の
成
立
ま

で
の
段
階
、
す
な
わ
ち
「
永
世
皇
族
主
義
」
の
確
立
か
ら
放
棄
に
至
る
時
期
で
あ

る
。皇

室
典
範
が
永
世
皇
族
制
を
定
め
た
こ
と
で
臣
籍
降
下
は
現
実
問
題
と
し
て
は

一
時
姿
を
消
す
が
、「
皇
族
の
増
加
に
よ
る
財
政
不
足
（
５
）」
の
た
め
明
治
三
三
年
帝

室
制
度
調
査
局
が
「
五
世
以
下
ノ
皇
族
男
子
ヲ
臣
籍
ニ
列
ス
ル
ノ
制
」
を
立
案
し
、

皇
室
の
内
規
と
し
て
制
定
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
宮
内
省
は
典
範
の

性
格
の
変
更
に
反
対
し
、
結
局
典
範
増
補
の
か
た
ち
で
「
勅
旨
」（
天
皇
の
意
志
）

あ
る
い
は
「
情
願
」（
皇
族
本
人
の
意
志
）
に
よ
る
臣
籍
降
下
を
認
め
て
い
た
（
６
）。

第
三
、
明
治
四
〇
年
か
ら
大
正
九
年
「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
」

（
以
下
「
施
行
準
則
」
と
略
す
）
の
制
定
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。「
施
行
準
則
」
が
、

天
皇
家
と
の
血
縁
が
薄
い
伏
見
宮
系
皇
族
の
諸
王
は
、
邦
家
親
王
よ
り
「
長
子
孫

ノ
系
統
四
世
以
内
ヲ
除
」
き
、
成
年
後
に
爵
位
、
世
襲
財
産
お
よ
び
家
名
が
授
け

ら
れ
る
と
同
時
に
臣
籍
に
降
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
た
。
宮
家
が

二
、
三
世
代
し
か
存
続
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
同
準
則
は
、
久
邇
宮
邦
彦
王

を
は
じ
め
一
部
の
伏
見
宮
系
皇
族
の
反
発
を
招
い
た
。
同
準
則
の
制
定
お
よ
び
準

大
正
九
年
以
降
に
お
け
る
臣
籍
降
下
基
準
の
沿
革
に
関
す
る
一
考
察

―
―
降
下
し
た
皇
族
の
待
遇
問
題
を
中
心
に
―
―

賀

申

杰

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
二
号

二
〇
一
八
年
三
月
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則
を
審
議
し
た
皇
族
会
議
の
状
況
に
つ
い
て
は
永
井
和
氏
の
論
文
（
７
）が
詳
し
く
検
討

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
贅
言
を
費
や
す
ま
で
も
な
い
。

第
四
、
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
の
制
定
か
ら
昭
和
二
二
年
の
皇
籍
離
脱
ま
で

の
時
期
、
す
な
わ
ち
大
正
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
臣
籍
降
下
の
実
行
段
階
で
あ
る
。

表
で
示
し
た
通
り
、「
施
行
準
則
」
の
制
定
後
、
大
正
九
年
か
ら
終
戦
ま
で
合

計
一
二
名
の
皇
族
が
「
情
願
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
家
名
、
爵
位
が
賜
ら
れ
臣
籍

に
降
下
し
た
。
こ
の
時
期
、
後
述
の
通
り
、
経
済
情
勢
の
悪
化
と
皇
族
の
抵
抗
な

ど
の
原
因
に
よ
っ
て
臣
籍
降
下
に
関
す
る
宮
内
省
の
方
針
・
準
則
は
数
度
改
正
さ

れ
た
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
臣
籍
降
下
基
準
の
沿
革
に
関
す
る
先
行
研
究
は
管

見
の
限
り
存
在
し
て
い
な
い
。

二
、
降
下
後
の
待
遇
問
題
に
つ
い
て

臣
籍
降
下
、
す
な
わ
ち
皇
族
を
華
族
に
列
す
る
際
、
家
名
・
爵
位
の
ほ
か
、
明

治
四
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
皇
族
身
位
令
」
第
二
七
条
に
よ
る
と
、
降
下
し
た
皇

族
に
対
し
て
は
世
襲
財
産
を
下
賜
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
降
下
し
た
皇

族
へ
の
叙
爵
・
賜
金
な
ど
の
待
遇
の
基
準
と
し
て
宮
内
省
は
、
大
正
九
年
の
「
施

行
準
則
」
直
後
に
「
皇
族
ノ
臣
籍
ニ
降
下
シ
タ
ル
場
合
ノ
御
待
遇
ニ
関
ス
ル
件
」

と
い
う
待
遇
基
準
を
制
定
し
た
。
前
掲
永
井
氏
の
研
究
は
「
施
行
準
則
」
の
制
定

過
程
を
詳
細
に
検
討
し
た
が
、
同
時
に
制
定
さ
れ
た
待
遇
基
準
の
存
在
と
沿
革
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
前
掲
高
久
、
藤
田
研
究
を
含
む
皇
族
・
臣
籍

降
下
関
係
の
諸
先
行
研
究
（
８
）も
前
掲
表
の
よ
う
に
降
下
後
の
叙
爵
の
事
実
状
況
を
指

摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
待
遇
基
準
に
関
し
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
一
部

の
研
究
（
著
作
）
は
叙
爵
の
結
果
か
ら
推
測
し
、
叙
爵
基
準
に
つ
い
て
間
違
っ
た

結
論
を
提
示
し
て
い
る
（
９
）。

三
、
宮
内
省
の
方
針
と
皇
族
の
抵
抗

臣
籍
降
下
の
制
度
化
の
理
由
に
つ
い
て
、
前
掲
川
田
敬
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る

皇
室
経
費
面
の
原
因
の
ほ
か
、
高
久
嶺
之
介
氏
は
「
伏
見
宮
系
皇
族
の
増
大
に
伴

い
、
皇
族
に
対
す
る
宮
内
省
の
監
督
に
困
難
な
側
面
が
生
じ
る
」
こ
と
に
注
目
し
、

臣
籍
降
下
制
度
の
導
入
が
こ
の
監
督
困
難
に
対
す
る
宮
内
省
の
打
開
策
だ
と
指
摘

し
て
い
る
（
１０
）。

し
か
し
、
前
掲
の
永
井
氏
の
研
究
で
す
で
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

表、「施行準則」の制定後における臣籍降下の授爵

大正９年５月、「施行準則」制定

続柄

山階宮菊麿王次男

久邇宮邦彦王次男

伏見宮博恭王三男

山階宮菊麿王三男

山階宮菊麿王四男

山階宮菊麿王五男

久邇宮邦彦王三男

伏見宮博恭王四男

朝香宮鳩彦王次男

東久邇宮稔彦王三男

多嘉王次男

多嘉王三男

降下当時の年齢

２０

２１

２１

２３

２２

２１

２０

２３

２２

２０

２２

２０

爵位

侯爵

侯爵

侯爵

侯爵

伯爵

伯爵

伯爵

伯爵

侯爵

侯爵

伯爵

伯爵

降下後の名

山階芳麿

久邇邦久

華頂博信

筑波藤麿

鹿島萩麿

葛城茂麿

東伏見邦英

伏見博英

音羽正彦

粟田彰常

宇治家彦

龍田徳彦

降下の時期

大正９年７月

大正１２年１０月

大正１５年１２月

昭和３年７月

昭和３年７月

昭和４年１２月

昭和６年４月

昭和１１年４月

昭和１１年４月

昭和１５年１０月

昭和１７年１０月

昭和１８年６月
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臣
籍
降
下
の
制
度
化
に
対
す
る
伏
見
宮
系
皇
族
の
抵
抗
は
激
し
か
っ
た
。
小
田
部

雄
次
氏
も
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
に
対
す
る
皇
族
の
反
発
に
注
目
し
、「
大
正

期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
の
天
皇
家
と
皇
族
家
と
の
確
執
の
多
く
は
こ
の
内

規
〔「
施
行
準
則
」
の
こ
と
、
引
用
者
〕
に
根
ざ
し
て
い
た
（
１１
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
臣
籍
降
下
制
度
に
対
す
る
皇
族
の
反
発
は
「
施
行
準
則
」
の
制
定
後

に
も
解
消
さ
れ
ず
、
臣
籍
降
下
制
度
の
不
安
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実

際
、
監
督
困
難
の
打
開
策
と
し
て
導
入
し
た
臣
籍
降
下
の
方
針
・
基
準
は
逆
に
皇

族
と
宮
内
省
の
確
執
を
深
め
て
い
た
。

小
論
は
、
臣
籍
降
下
後
の
待
遇
問
題
に
注
目
し
、
十
分
検
討
さ
れ
て
い
な
い
前

掲
し
た
第
四
の
時
期
（
大
正
九
年
以
降
）
に
お
け
る
臣
籍
降
下
の
待
遇
基
準
の
制

定
お
よ
び
改
正
の
流
れ
を
ま
と
め
、
皇
族
内
部
の
抵
抗
お
よ
び
臣
籍
降
下
の
制
度

自
体
の
「
空
白
」
の
た
め
に
昭
和
期
に
動
揺
し
は
じ
め
た
臣
籍
降
下
関
係
準
則
の

沿
革
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

第
一
章
、「
皇
族
ノ
臣
籍
ニ
降
下
シ
タ
ル
場
合
ノ
御
待
遇
ニ
関
ス

ル
件
」
の
制
定

永
世
皇
族
制
を
規
定
す
る
明
治
皇
室
典
範
の
制
定
前
に
お
い
て
は
、「
一
代
皇

族
制
」
の
具
体
的
手
段
で
あ
る
臣
籍
降
下
は
制
度
上
な
お
可
能
で
あ
っ
た
。
明
治

一
八
、
一
九
年
、
皇
室
典
範
の
草
案
と
し
て
作
成
さ
れ
た
「
皇
室
制
規
」、「
帝
室

典
則
」
は
皇
族
の
臣
籍
降
下
を
想
定
し
、
各
宮
家
の
降
下
世
数
お
よ
び
降
下
後
の

叙
爵
基
準
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
た
。
こ
の
典
範
草
案
に
お
け
る
臣
籍
降
下

の
待
遇
案
の
制
定
に
つ
い
て
は
高
久
氏
の
研
究
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
（
１２
）。
典
範

草
案
の
ほ
か
、
明
治
一
七
年
旧
華
族
令
制
定
時
の
叙
爵
内
規
も
皇
族
の
臣
籍
降
下

を
想
定
し
た
う
え
で
、「
親
王
諸
王
ヨ
リ
臣
位
ニ
列
セ
ラ
ル
ル
者
」
に
対
し
て

「
公
爵
ニ
叙
セ
ラ
ル
ヘ
キ
」
と
規
定
し
て
い
た
（
１３
）。

明
治
四
〇
年
の
皇
室
典
範
増
補
の
制
定
後
、
最
初
に
「
情
願
」
に
よ
り
臣
籍
降

下
し
た
北
白
川
宮
能
久
親
王
の
四
男
輝
久
王
に
は
侯
爵
が
授
け
ら
れ
た
が
、
世
襲

財
産
に
つ
い
て
は
、
輝
久
王
が
小
松
宮
の
継
承
者
と
し
て
同
宮
家
の
財
産
を
継
承

し
た
た
め
、
同
王
に
下
賜
し
た
財
産
も
一
二
万
円
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
は
先
述

し
た
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
の
制
定
後
に
降
下
し
た
第
二
子
以
下
の
皇
族
に
下

賜
し
た
百
万
円
以
上
の
世
襲
財
産
と
比
べ
る
と
か
な
り
少
額
で
あ
る
。
こ
の
大
正

九
年
「
施
行
準
則
」
の
制
定
に
よ
り
、
臣
籍
降
下
が
改
め
て
制
度
化
さ
れ
、
臣
籍

に
降
下
し
た
諸
皇
族
に
対
す
る
叙
爵
、
世
襲
財
産
の
下
賜
な
ど
の
待
遇
に
関
す
る

準
則
も
同
時
に
整
え
ら
れ
た
。
以
下
、「
施
行
準
則
」
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
大

正
九
年
の
待
遇
基
準
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一
、
大
正
九
年
待
遇
基
準
の
成
立

昭
和
三
年
、
山
階
宮
家
の
藤
麿
王
と
萩
麿
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
枢
密
院
会

議
に
お
い
て
、
井
上
勝
之
助
枢
密
顧
問
官
は
一
木
喜
徳
郎
宮
相
に
対
し
て
「
本
件

皇
族
ノ
臣
籍
降
下
ニ
付
テ
ハ
宮
内
当
局
ニ
於
テ
慎
重
審
議
ノ
後
、
相
当
ノ
爵
位
及

資
産
ヲ
賜
ハ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
奏
請
ス
ト
ノ
コ
ト
ナ
ル
カ
、
両
殿
下
ニ
賜
ハ
ル
ヘ
キ
爵

位
及
資
産
の
程
度
ハ
如
何
相
成
ル
ヘ
キ
ヤ
御
差
支
ナ
キ
限
リ
承
リ
タ
シ
」
と
の
質

問
を
提
出
し
た
。
こ
の
質
問
に
対
し
、
一
木
宮
相
は
「
御
降
下
後
ノ
待
遇
ハ
未
タ

御
允
許
ヲ
経
ズ
、
今
御
答
ヘ
致
兼
ヌ
ル
ヲ
残
念
ト
ス
。
何
レ
先
例
皇
室
ノ
御
経
済

等
ニ
稽
ヘ
相
当
ノ
処
置
ア
ラ
セ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ト
拝
察
ス
」
と
答
え
、
さ
ら
に
降

下
後
の
待
遇
基
準
に
つ
い
て
「
御
降
下
後
ノ
待
遇
ニ
関
シ
テ
ハ
内
規
ナ
ク
、
今
後

ニ
於
テ
モ
出
来
ス
ヘ
シ
ト
思
惟
セ
ス
（
１４
）」
と
答
え
た
。

昭
和
天
皇
も
臨
席
し
た
こ
の
枢
密
院
会
議
に
お
い
て
宮
内
省
は
、
降
下
予
定
の
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藤
麿
王
と
萩
麿
王
の
待
遇
に
つ
い
て
枢
密
院
に
以
下
の
三
点
を
説
明
し
た
。

一
、
天
皇
に
よ
る
裁
可
以
前
に
は
、
枢
密
院
は
降
下
後
の
待
遇
の
詳
細
に
つ
い

て
言
明
で
き
な
い
。

二
、
降
下
後
の
待
遇
に
関
す
る
宮
内
省
の
内
規
は
存
在
し
な
い
。

三
、
降
下
後
の
待
遇
に
つ
い
て
は
宮
内
省
が
「
先
例
（
１５
）」
と
「
皇
室
ノ
経
済
」
に

照
ら
し
て
決
定
す
る
。

藤
麿
王
、
萩
麿
王
が
臣
籍
降
下
し
た
昭
和
三
年
の
時
点
で
は
、
大
正
九
年
「
施

行
準
則
」
の
制
定
後
の
臣
籍
降
下
の
「
先
例
」
と
い
え
る
の
は
大
正
期
に
降
下
し

た
芳
麿
王
、
邦
久
王
、
博
信
王
の
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
三
人
の

「
先
例
」
に
適
用
さ
れ
た
臣
籍
降
下
の
待
遇
基
準
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

前
述
の
通
り
、
昭
和
三
年
の
時
点
で
宮
内
省
は
天
皇
裁
可
前
の
待
遇
規
定
は
で

き
な
い
と
の
方
針
を
表
明
し
た
が
、
実
際
に
は
大
正
九
年
七
月
、「
施
行
準
則
」

制
定
後
最
初
に
降
下
し
た
芳
麿
王
の
件
が
枢
密
院
で
審
議
さ
れ
た
際
に
宮
内
省
は

芳
麿
王
の
待
遇
に
つ
い
て
「
慎
重
審
議
ノ
結
果
既
ニ
其
ノ
成
案
ヲ
獲
タ
リ
ト
言
フ
。

即
チ
侯
爵
ヲ
授
ケ
、
従
四
位
ニ
叙
シ
且
世
襲
財
産
ノ
原
資
ト
シ
テ
金
百
万
円
及
邸

宅
造
営
其
ノ
他
一
家
創
立
ノ
費
用
ト
シ
テ
金
三
十
五
万
円
ヲ
賜
フ
見
込
ナ
ル
」
と

明
確
に
枢
密
院
に
報
告
し
て
い
た
（
１６
）。
更
に
大
正
一
二
年
に
臣
籍
降
下
し
た
邦
久
王

の
場
合
に
も
、
当
時
宮
内
省
が
内
部
で
枢
密
院
会
議
に
備
え
て
作
成
し
た
「
邦
久

王
殿
下
臣
籍
降
下
ニ
関
ス
ル
席
上
ニ
於
ケ
ル
仮
設
質
問
応
答
」
の
書
類
に
よ
る
と
、

降
下
後
の
待
遇
に
関
し
て
想
定
さ
れ
る
質
問
に
対
し
て
宮
内
省
は
侯
爵
叙
爵
、
一

三
五
万
円
を
下
賜
す
る
旨
の
回
答
を
用
意
し
て
い
た
（
１７
）。
と
こ
ろ
が
宮
内
省
の
こ
う

し
た
処
置
、
準
備
の
裏
で
は
、
省
内
部
に
お
い
て
臣
籍
降
下
の
待
遇
基
準
を
明
示

す
る
方
針
に
反
対
す
る
意
見
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
当
時
帝
室
会
計
審
査

局
長
官
で
あ
っ
た
倉
富
勇
三
郎
は
「
皇
族
の
降
下
が
正
面
の
諮
詢
に
て
、
降
下
後

の
待
遇
は
問
題
に
非
す
。
故
に
議
場
に
て
議
論
せ
ら
る
へ
き
こ
と
に
非
す
。
殊
に

降
下
の
こ
と
が
決
し
た
る
後
に
至
り
、
待
遇
の
振
合
を
奏
請
せ
ら
る
ゝ
手
続
な
る

へ
き
（
１８
）」
と
、「
臣
籍
降
下
」
と
「
降
下
後
の
待
遇
」
を
別
の
問
題
と
見
做
し
、「
降

下
」
の
可
否
に
つ
い
て
は
枢
密
院
会
議
・
皇
族
会
議
の
審
議
を
経
る
必
要
が
あ
る
（
１９
）

が
、「
待
遇
」
の
奏
請
は
完
全
に
宮
内
省
内
部
の
事
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
議
場

に
て
議
論
せ
ら
る
へ
き
こ
と
に
非
す
」
と
主
張
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
年
の
時
点
に
お
い
て
一
木
宮
相
は
降
下
後
の
待
遇
に
関
す

る
内
規
の
存
在
を
否
定
し
た
が
、
昭
和
六
年
邦
英
王
の
降
下
に
関
す
る
皇
族
会
議

に
鳩
彦
王
が
提
出
し
た
「
皇
族
ガ
臣
籍
ニ
降
下
ノ
際
、
其
ノ
待
遇
ニ
関
シ
規
定
ア

ラ
ハ
承
知
シ
度
」
と
の
質
問
対
し
、
一
木
は
「
御
待
遇
ト
申
ス
コ
ト
ハ
主
ト
シ
テ

爵
ノ
問
題
ナ
ル
ヘ
キ
モ
爵
ハ
思
召
ニ
依
リ
賜
ハ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
思
召
ト
申
ス
モ

固
ヨ
リ
公
正
ナ
ル
御
沙
汰
ア
ル
ヘ
キ
次
第
ナ
レ
ハ
自
カ
ラ
時
勢
ニ
適
応
シ
タ
ル
一

定
ノ
標
準
ア
ル
コ
ト
ト
存
ス
ル
モ
外
部
ヨ
リ
思
召
ヲ
拘
束
ス
ル
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
ハ

ア
ラ
ス
。
従
テ
此
ノ
標
準
ニ
ツ
キ
申
上
ケ
ル
コ
ト
ヲ
御
遠
慮
致
度
（
２０
）」
と
、
具
体
的

な
待
遇
標
準
の
内
容
に
つ
い
て
明
答
を
拒
絶
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
、
一
木
が
「
標
準
」
の
存
在
を
皇
族
会
議
の
場
で
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
標
準
」
に
つ
い
て
、「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
に
残
さ
れ
た
昭
和
一
六

〜
一
七
年
の
家
彦
王
の
臣
籍
降
下
の
際
の
叙
爵
問
題
に
関
す
る
書
類
か
ら
み
る
と
、

岡
本
を
は
じ
め
当
時
の
宮
内
官
僚
た
ち
は
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
の
「
制
定
後

程
遠
カ
ラ
ヌ
時
期
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
（
２１
）」「
皇
族
ノ
臣
籍
ニ
降
下
シ
タ
ル
場
合
ノ
御
待

遇
ニ
関
ス
ル
件
」
と
い
う
案
を
叙
爵
の
基
準
と
し
て
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。こ

の
待
遇
基
準
に
つ
い
て
は
、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス

ル
内
規
ノ
件
、
枢
密
院
議
長
公
爵
山
県
有
朋
宛
審
査
委
員
長
枢
密
顧
問
官
子
爵
伊

東
巳
代
治
・
審
査
委
員
枢
密
顧
問
官
子
爵
末
松
謙
澄
・
枢
密
顧
問
官
富
井
政
章
・

枢
密
顧
問
官
侯
爵
井
上
勝
之
助
意
見
書
（
２２
）」

と
い
う
史
料
の
中
に
全
文
が
収
録
さ
れ
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て
い
る
。
宮
内
公
文
書
館
が
つ
け
た
史
料
名
か
ら
す
る
と
、
同
史
料
は
大
正
九
年

の
初
め
「
施
行
準
則
」
が
「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
内
規
ノ
件
」
の
表
題
で
枢
密

院
に
諮
詢
さ
れ
た
際
に
枢
密
顧
問
官
ら
が
山
県
議
長
に
提
出
し
た
修
正
意
見
書
で

あ
る
が
、
同
史
料
に
は
意
見
書
の
ほ
か
、
大
正
九
年
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
臣
籍

降
下
に
関
す
る
諸
規
則
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
臣
籍
降
下
関
係
の

書
類
が
宮
内
省
の
罫
紙
に
清
書
さ
れ
、
筆
跡
も
同
一
人
物
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
昭
和
期
の
宮
内
官
僚
が
参
考
の
た
め
に
整
理
・
清
書
し
た
臣
籍
降
下
関

係
の
諸
書
類
と
思
わ
れ
る
。
同
史
料
に
収
録
さ
れ
て
い
る
先
述
の
大
正
九
年
の
待

遇
基
準
は
、
降
下
し
た
皇
族
の
待
遇
に
つ
い
て
主
に
以
下
の
四
つ
の
方
針
を
定
め

て
い
た
。

一
、
長
子
孫
ノ
系
統
ニ
在
ル
者
、
臣
籍
ニ
降
下
ス
ル
ト
キ
ハ
公
爵
ヲ
授
ケ
、
従

三
位
ニ
叙
シ
、
勲
一
等
旭
日
桐
花
大
綬
章
ヲ
賜
ヒ
資
財
金
二
百
五
十
万
円
ヲ

賜
ハ
ル
ヘ
キ
コ
ト
。

二
、
前
項
以
外
ノ
皇
族
臣
籍
ニ
降
下
ス
ル
ト
キ
ハ
侯
爵
ヲ
授
ケ
、
従
四
位
ニ
叙

シ
、
勲
一
等
旭
日
桐
花
大
綬
章
ヲ
賜
ヒ
資
財
金
一
百
三
十
五
万
円
ヲ
賜
ハ
ル

ヘ
キ
コ
ト
。

三
、
前
項
ノ
皇
族
カ
庶
出
ナ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
斟
酌
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
。

四
、
賜
ハ
ル
ヘ
キ
資
財
ノ
額
ハ
経
済
界
ノ
情
況
ニ
依
リ
多
少
ノ
変
更
ヲ
加
フ
ル

コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
コ
ト
。

こ
の
待
遇
基
準
に
よ
る
と
、
長
子
孫
の
系
統
に
あ
る
皇
族
が
臣
籍
に
降
下
し
た

時
に
は
公
爵
を
叙
爵
し
、
二
五
〇
万
円
を
下
賜
す
る
。
邦
家
親
王
か
ら
数
え
て
四

世
以
内
の
長
子
孫
の
系
統
の
皇
族
は
「
施
行
準
則
」
の
降
下
対
象
外
に
あ
る
か
ら
、

公
爵
の
叙
爵
は
実
際
に
は
邦
家
親
王
か
ら
五
世
以
降
、
す
な
わ
ち
伏
見
宮
系
の
宮

家
が
消
滅
す
る
時
の
状
況
を
想
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
長
子
孫
の
系
統
以
外
の
皇

族
の
臣
籍
降
下
の
場
合
に
は
全
員
に
侯
爵
を
授
け
、
一
三
五
万
円
（
内
訳
一
家
創

立
金
三
五
万
円
、
世
襲
財
産
一
〇
〇
万
円
）
を
下
賜
す
る
と
定
め
て
い
る
。

先
述
の
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
所
収
の
昭
和
一
六
〜
一
七
年
に
岡
本
が
作
成

し
た
家
彦
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
授
爵
意
見
書
か
ら
み
る
と
、
大
正
九
年
の
待

遇
基
準
は
数
度
改
訂
さ
れ
た
が
、
昭
和
一
〇
年
代
に
お
い
て
も
宮
内
省
は
引
続
き

同
基
準
を
叙
爵
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
参
照
し
て
い
た
（
２３
）。
昭
和
三
年
以
前
に
臣
籍

降
下
し
た
芳
麿
王
、
邦
久
王
、
博
信
王
の
三
人
に
与
え
た
待
遇
（
爵
位
、
下
賜
金

の
額
）
も
大
正
九
年
の
待
遇
基
準
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。「
施
行
準
則
」
の
直

後
に
制
定
さ
れ
た
こ
の
待
遇
基
準
の
内
容
の
検
討
に
よ
り
、
臣
籍
降
下
の
制
度
が

整
備
さ
れ
た
大
正
九
年
当
時
、
各
皇
族
の
降
下
後
の
待
遇
に
関
す
る
宮
内
省
の
方

針
を
究
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
次
節
に
お
い
て
、
大
正
九
年
に
成

立
し
た
待
遇
基
準
と
「
施
行
準
則
」
と
の
関
係
に
注
目
し
、
同
基
準
の
性
格
を
検

討
し
た
い
。二

、
大
正
九
年
待
遇
基
準
の
性
格

ま
ず
、
枢
密
院
・
皇
族
会
議
の
審
議
を
経
て
大
正
天
皇
の
裁
可
も
う
け
た
大
正

九
年
の
「
施
行
準
則
」
は
実
際
に
効
力
を
有
す
る
宮
内
省
の
内
規
で
あ
る
の
に
対

し
、
大
正
九
年
の
待
遇
基
準
は
あ
く
ま
で
降
下
し
た
皇
族
の
待
遇
を
奏
上
す
る
際

の
宮
内
省
内
の
参
考
基
準
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
の
は
省
内
部
の
ご

く
一
部
の
人
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
両
者
の
規
定
と
し
て
の
性
格
は
明

ら
か
に
異
な
る
が
、「
皇
室
典
範
増
補
」・「
皇
族
身
位
令
」
と
の
関
係
か
ら
み
る

と
共
通
点
が
存
在
し
て
い
る
。

「
施
行
準
則
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
永
井
氏
は
同
準
則
が
「
皇
室
典
範
増
補
第

一
条
の
『
王
ハ
勅
旨
又
ハ
情
願
ニ
依
リ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ
』
の
『
勅
旨
ニ
依
ル
臣
籍
降
下
』
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
か
を
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定
め
た
」。「
王
が
皇
族
身
位
令
第
二
五
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
満
一
五
歳
以

上
に
な
っ
て
も
臣
籍
降
下
の
『
情
願
』
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
天
皇
が
臣
籍
降

下
を
命
じ
、
華
族
に
列
す
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
２４
）」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
施
行
準
則
」
は
皇
室
典
範
増
補
と
皇
族
身
位
令
に
基
づ
き
、「
勅

旨
」
に
よ
る
強
制
的
な
臣
籍
降
下
を
適
用
す
る
条
件
と
降
下
の
対
象
に
関
す
る
規

定
を
設
け
た
「
対
象
準
則
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
正
九
年
の
待
遇
基
準

の
内
容
は
皇
室
典
範
増
補
第
一
条
の
「
華
族
ニ
列
セ
シ
ム
ル
」
時
に
授
け
た
爵
位

の
程
度
、
お
よ
び
皇
族
身
位
令
第
二
七
条
「
華
族
ニ
列
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
世
襲

財
産
ヲ
賜
フ
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
の
「
世
襲
財
産
」
の
額
な
ど
、
降
下
し
た
皇
族
の

待
遇
に
関
す
る
「
待
遇
準
則
」
で
あ
る
。「
施
行
準
則
」
の
直
後
に
制
定
さ
れ
た

こ
の
待
遇
基
準
は
「
施
行
準
則
」
の
単
な
る
附
屬
案
で
は
な
く
、「
待
遇
準
則
」

と
し
て
「
施
行
準
則
」
と
と
も
に
明
治
四
〇
年
「
皇
室
典
範
増
補
」
お
よ
び
明
治

四
三
年
「
皇
族
身
位
令
」
の
補
足
と
し
て
臣
籍
降
下
の
制
度
を
構
成
、
維
持
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
施
行
準
則
」
の
制
定
に
至

る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
臣
籍
降
下
に
対
す
る
邦
彦
王
、
博
恭
王
な
ど
一
部
の

皇
族
の
反
発
の
た
め
に
、
宮
内
省
は
皇
族
会
議
令
第
九
条
（「
皇
族
会
議
員
ハ
自

己
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
議
事
ニ
付
キ
表
決
ノ
数
ニ
加
ハ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」）
を
利
用

し
て
皇
族
議
員
全
員
を
表
決
に
参
加
さ
せ
な
い
形
で
「
施
行
準
則
」
に
関
す
る
皇

族
会
議
を
乗
り
切
っ
た
（
２５
）。
し
か
し
、
臣
籍
降
下
の
制
度
に
対
す
る
皇
族
の
抵
抗
は

依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
制
度
施
行
上
の
不
安
要
素
と
し
て
そ
の
後
大

正
九
年
の
待
遇
基
準
の
実
行
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

た
と
え
ば
「
施
行
準
則
」
の
制
定
の
直
後
に
降
下
し
た
山
階
宮
家
の
芳
麿
王
の

場
合
、
宮
内
省
は
、
芳
麿
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
皇
族
会
議
に
備
え
事
前
に
各

皇
族
の
諒
解
を
得
る
た
め
、
降
下
の
時
期
や
降
下
後
の
待
遇
な
ど
に
つ
い
て
各
宮

家
に
内
申
す
る
方
針
を
採
っ
て
い
た
。

最
初
に
こ
の
内
申
の
方
針
を
提
案
し
た
の
は
当
時
の
宗
秩
寮
宗
親
課
長
の
仙
石

政
敬
で
あ
る
。
仙
石
は
「
近
日
皇
族
会
議
を
開
き
、
芳
麿
王
降
下
の
事
を
議
せ
ら

る
へ
き
」、「
会
議
前
何
等
の
内
談
も
な
く
、
突
如
会
議
を
開
か
る
る
こ
と
は
感
情

宜
し
か
ら
さ
る
故
、
大
臣
は
其
前
各
宮
に
就
き
十
分
に
諒
解
を
求
め
置
か
る
る
方

宜
し
か
る
へ
く
」
と
、
宮
相
か
ら
各
宮
家
に
内
申
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
れ

に
対
し
、
石
原
健
三
宮
内
次
官
は
「
夫
れ
も
必
要
な
る
へ
き
も
、
若
し
内
談
し
て

種
々
の
注
文
を
出
さ
れ
て
は
困
る
へ
し
と
云
ふ
」。「
一
た
ひ
内
意
を
問
ひ
、
希
望

を
出
さ
れ
た
る
上
に
て
、
之
を
容
れ
す
し
て
議
案
を
提
出
し
た
ら
は
、
尚
更
感
情

を
害
す
へ
し
」
と
皇
族
た
ち
の
無
理
な
注
文
に
懸
念
を
抱
い
て
反
対
を
唱
え
た
が
、

結
局
「
懸
念
は
あ
る
も
、
大
臣
が
皇
族
に
就
き
予
め
内
談
を
為
す
こ
と
に
致
す
方

宜
し
か
ら
ん
と
云
ふ
て
、
其
事
に
決
し
た
（
２６
）」。

こ
う
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
芳
麿
王
の
臣
籍
降
下
の
内
申
で
あ
っ
た
が
、
石
原

の
懸
念
し
た
通
り
皇
族
か
ら
は
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
。「
施
行
準
則
」
に
対
す

る
賛
成
派
の
一
人
で
あ
る
閑
院
宮
載
仁
親
王
も
「
三
十
五
万
円
の
創
立
費
に
て
は

随
分
困
難
な
る
へ
し
（
２７
）」
と
下
賜
金
の
額
に
不
満
を
表
明
し
、
同
時
に
、
北
白
川
宮

成
久
王
も
「
芳
麿
王
の
降
下
の
情
願
も
宮
内
省
よ
り
催
促
し
て
情
願
を
為
さ
し
め

た
る
様
に
思
ひ
居
ら
れ
、
芳
麿
王
は
只
今
士
官
学
校
在
学
中
な
る
に
、
中
途
に
て

待
遇
を
易
ふ
る
は
残
酷
な
り
（
２８
）」
と
在
学
中
の
臣
籍
降
下
に
反
対
し
た
。

枢
密
院
会
議
の
後
に
行
わ
れ
る
こ
う
し
た
各
宮
家
へ
の
内
申
は
、
皇
族
の
反
対

意
見
に
よ
っ
て
降
下
案
が
再
修
正
さ
れ
る
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

宮
内
省
が
枢
密
院
の
議
場
で
待
遇
基
準
の
明
言
を
避
け
る
一
因
と
し
て
こ
う
し
た

事
態
の
想
定
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
降
、
皇
族
の
反
発
、
牧
野
伸
顕
宮

相
就
任
後
の
宮
内
省
改
革
お
よ
び
臣
籍
降
下
基
準
自
体
の
「
空
白
」
な
ど
の
原
因

に
よ
り
、
大
正
九
年
以
降
、
臣
籍
降
下
の
基
準
が
数
度
修
正
さ
れ
、
さ
ら
に
臣
籍
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降
下
の
特
例
も
創
出
さ
れ
た
。
次
節
以
降
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

る
。

三
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
臣
籍
降
下
体
制
の
修
正

宮
中
某
重
大
事
件
の
た
め
辞
職
し
た
中
村
雄
次
郎
の
後
任
と
し
て
大
正
一
〇
年

二
月
牧
野
伸
顕
が
宮
内
大
臣
に
就
任
し
た
。
そ
の
後
、
牧
野
を
中
心
と
す
る
宮
内

省
は
大
正
期
の
社
会
対
立
を
緩
和
す
る
た
め
、
社
会
・
福
祉
事
業
へ
の
寄
付
や
御

料
地
の
払
下
げ
な
ど
の
政
策
を
遂
行
し
、
宮
内
省
の
「
平
民
化
」
改
革
に
着
手
し

た
。
こ
の
一
連
の
宮
内
省
改
革
に
つ
い
て
は
坂
本
一
登
氏
の
研
究
（
２９
）が
詳
し
く
検
討

し
て
い
る
。
ま
た
、
西
川
誠
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
大
正
期
の
社
会
状
況
へ
の
対

応
を
重
視
す
る
牧
野
は
宮
中
の
装
飾
を
目
的
と
す
る
伊
東
巳
代
治
の
制
度
整
備
を

警
戒
し
、
宮
中
の
蓄
え
を
濫
用
し
て
社
会
を
刺
激
す
る
施
策
を
最
小
限
に
制
限
す

る
方
針
を
採
っ
て
い
た
（
３０
）。

前
述
の
大
正
九
年
の
待
遇
基
準
は
、
長
子
孫
系
統
以
外
の
皇
族
が
降
下
し
た
際

に
一
三
五
万
円
と
い
う
巨
額
な
財
産
を
下
賜
す
る
と
規
定
し
て
い
た
た
め
、
宮
相

就
任
後
の
牧
野
は
皇
室
の
経
済
状
況
を
懸
念
し
、
以
下
の
よ
う
に
大
正
九
年
基
準

の
下
賜
金
基
準
に
不
満
を
表
明
し
て
い
た
。

「
芳
麿
王
降
下
の
時
、
資
金
百
万
円
・
建
築
費
三
十
万
円
を
賜
り
た
り
と
の

こ
と
な
る
が
、
そ
の
理
由
を
問
へ
は
、
年
に
五
万
円
の
生
計
費
は
必
要
な
ら
ん

と
の
見
込
よ
り
出
て
た
り
と
の
事
な
り
。
十
人
降
下
せ
ら
る
れ
は
千
三
百
万
円

を
出
さ
ゝ
る
へ
か
ら
す
。
到
底
支
出
出
来
る
こ
と
に
非
す
。
皇
族
に
皇
室
資
産

の
詳
細
を
開
陳
し
、
そ
の
実
情
を
承
知
せ
ら
れ
た
る
上
、
無
理
な
る
希
望
を
起

さ
ず
し
て
皇
室
の
維
持
を
図
ら
れ
る
様
に
い
た
す
ほ
か
な
か
ら
ん
と
思
う
（
３１
）」。

社
会
福
祉
事
業
へ
の
積
極
的
な
支
出
を
主
張
し
て
い
た
牧
野
が
降
下
す
る
皇
族

へ
の
巨
額
の
財
産
の
下
賜
に
反
対
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
他
、
降
下
し
た

皇
族
へ
の
過
度
な
優
遇
が
一
般
社
会
を
刺
激
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
警
戒
も
牧
野

の
こ
う
し
た
主
張
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
の
後
、
皇
室

経
済
の
状
況
は
一
層
厳
し
く
な
っ
た
た
め
、
震
災
直
後
の
同
年
十
月
に
邦
久
王
が

降
下
し
た
際
、
牧
野
は
将
来
第
三
子
、
第
四
子
の
降
下
に
お
い
て
下
賜
金
の
額
は

「
必
し
も
同
一
の
御
取
扱
に
す
る
積
り
に
非
す
」
と
下
賜
金
の
基
準
の
改
正
を
提

案
し
た
（
３２
）。

こ
う
し
て
第
二
子
と
第
三
子
以
下
の
待
遇
に
差
を
設
け
る
牧
野
の
方
針
に
よ
り
、

宮
内
省
は
大
正
九
年
の
待
遇
基
準
の
改
正
に
着
手
し
、
当
時
宗
秩
寮
爵
位
課
長
で

あ
っ
た
酒
巻
芳
男
が
新
し
い
待
遇
草
案
を
提
出
し
た
。
同
案
は
主
に
以
下
の
二
つ

の
方
針
を
掲
げ
て
い
る
（
３３
）。

一
、
宮
号
を
賜
は
り
た
る
王
の
第
二
子
又
は
之
に
代
は
る
へ
き
皇
族
の
臣
籍
に

降
下
せ
ら
る
る
場
合
に
は
侯
爵
を
授
け
、
従
四
位
に
叙
し
、
家
門
維
持
及
邸

宅
新
設
の
資
金
と
し
て
金
百
三
十
五
万
円
を
賜
ふ
。（
理
由
）
山
階
、
久
邇

両
侯
爵
新
立
の
際
に
於
け
る
前
例
に
従
は
ん
と
す
る
に
由
る
。

二
、
宮
号
を
賜
は
り
た
る
王
の
第
三
子
又
は
之
に
代
は
る
へ
き
皇
族
の
臣
籍
に

降
下
せ
ら
る
る
場
合
に
は
伯
爵
を
授
け
、
従
四
位
に
叙
し
、
家
門
維
持
及
邸

宅
新
設
の
資
金
と
し
て
金
八
十
万
円
を
賜
ふ
。
第
四
子
以
下
又
は
之
に
変
は

る
へ
き
皇
族
に
付
亦
同
し
。（
理
由
）
第
二
子
に
比
し
爵
を
減
等
し
、
資
金

を
減
額
し
た
る
は
前
者
は
将
来
宮
号
を
継
承
さ
る
へ
き
皇
族
か
臣
籍
に
降
下

せ
ら
れ
た
る
後
に
於
て
、
す
な
わ
ち
該
当
の
宮
よ
り
出
た
る
御
本
家
に
対
し

宗
族
と
し
て
最
も
親
近
の
間
に
立
た
る
へ
き
家
門
を
創
め
ら
る
る
も
の
な
る

も
の
、
後
者
は
其
の
間
親
疎
に
付
て
差
異
あ
り
、
又
之
を
徳
川
時
代
に
於
け

る
分
藩
に
付
て
観
る
も
同
様
の
慣
行
あ
り
。
彼
此
斟
酌
す
れ
は
減
等
減
額
す

る
を
適
当
な
り
と
認
め
た
る
に
由
る
。

こ
の
酒
巻
草
案
が
提
出
さ
れ
た
具
体
的
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
第
一
条
の
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制
定
理
由
の
「
山
階
、
久
邇
両
侯
爵
新
立
の
際
に
於
け
る
前
例
に
従
は
ん
と
す

る
」
と
い
う
文
面
か
ら
み
る
と
、
同
案
の
提
出
時
期
は
邦
久
王
（
侯
爵
久
邇
邦

久
）
の
降
下
（
大
正
一
二
年
一
〇
月
）
か
ら
博
信
王
（
侯
爵
華
頂
博
信
）
の
降
下

（
大
正
一
五
年
一
二
月
）
ま
で
の
間
だ
と
思
わ
れ
る
。
臣
籍
に
降
下
し
た
第
二
子

（
侯
爵
叙
爵
、
下
賜
金
一
三
五
万
円
）
と
第
三
子
以
下
（
伯
爵
叙
爵
、
下
賜
金
八

〇
万
円
）
の
差
別
待
遇
を
設
け
て
い
た
同
案
が
提
出
さ
れ
た
後
、
大
正
一
五
年
に

は
博
信
王
が
臣
籍
に
降
下
し
た
。
博
恭
王
の
三
男
と
し
て
降
下
し
た
同
王
は
、
次

男
と
し
て
降
下
し
た
芳
麿
王
・
邦
久
王
と
同
様
侯
爵
に
叙
さ
れ
、
一
三
五
万
円
を

下
賜
さ
れ
た
。
一
見
、
酒
巻
草
案
は
こ
の
時
臣
籍
降
下
の
待
遇
基
準
と
し
て
参
考

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
博
信
王
に
第
二
子
並
み
の
待
遇
を
与
え
た

理
由
に
つ
い
て
後
日
岡
本
愛
祐
は
以
下
の
通
り
回
顧
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
博

恭
王
殿
下
第
二
男
子
博
忠
王
殿
下
ハ
既
ニ
華
頂
宮
ヲ
御
継
承
」
し
た
の
で
、
博
信

王
は
実
際
長
男
「
博
義
王
殿
下
ニ
次
グ
年
長
ノ
男
子
タ
ル
地
位
ヲ
有
セ
ラ
レ
タ
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
（
３４
）」、
第
二
子
同
様
の
待
遇
を
得
た
の
で
あ
る
と
。
博
信
王
の
待
遇
の

決
定
は
必
ず
し
も
酒
巻
草
案
を
反
故
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
ま

た
、
同
案
は
「
上
司
の
決
裁
を
経
た
る
も
の
に
あ
ら
す
、
未
定
稿
と
も
称
す
へ

き
」
で
あ
る
が
、「
当
時
の
当
局
の
意
向
を
知
る
上
に
極
め
て
意
義
深
く
又
興
味

も
あ
る
（
３５
）」
と
い
う
岡
本
の
評
価
か
ら
し
て
も
、
第
三
子
以
下
に
対
す
る
待
遇
の
格

下
げ
を
規
定
す
る
酒
巻
草
案
は
当
時
の
宮
内
省
当
局
の
具
体
的
か
つ
あ
る
程
度
確

立
し
た
意
向
を
反
映
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

経
済
状
況
が
一
層
深
刻
に
な
っ
て
き
た
昭
和
二
年
、
宮
内
省
は
大
正
九
年
の
待

遇
基
準
に
掲
げ
て
い
た
「
賜
ハ
ル
ヘ
キ
資
財
ノ
額
ハ
経
済
界
ノ
情
況
ニ
依
リ
多
少

ノ
変
更
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
」
と
い
う
条
文
を
援
用
し
、「
財
界
変
動
ニ
因

リ
皇
室
ノ
歳
出
ニ
一
大
節
約
ヲ
加
フ
ル
必
要
ヲ
生
シ
タ
」
と
し
て
、
臣
籍
降
下
の

際
に
下
賜
す
る
資
財
の
減
額
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
た
。
当
時
の
宮
内
参
事
官
大

谷
正
男
が
提
出
し
た
意
見
書
「
臣
籍
降
下
ニ
際
ス
ル
賜
金
減
少
ノ
件
」
に
よ
る
と
、

そ
の
方
針
は
「
第
三
子
以
下
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
臣
籍
降
下
ノ
総
テ
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
賜

金
ヲ
減
少
」
す
る
も
の
で
あ
り
、「
元
来
賜
金
ヲ
百
三
十
万
五
万
円
ト
定
メ
ラ
レ

タ
ル
当
時
ニ
在
リ
テ
モ
本
賜
金
ハ
寧
ロ
多
額
ニ
失
シ
タ
ル
ノ
感
ナ
キ
能
ハ
サ
リ
シ

モ
、
当
時
ハ
所
謂
皇
室
経
済
ノ
好
況
時
代
ニ
シ
テ
一
般
生
活
ノ
標
準
モ
亦
高
ク
、

自
ラ
賜
金
額
ヲ
高
ム
ル
結
果
ト
ナ
リ
シ
モ
ノ
ト
信
セ
ラ
ル
。
皇
室
経
済
ニ
対
シ
異

常
ノ
緊
縮
ヲ
要
ス
ル
現
時
ニ
於
テ
従
前
ノ
資
金
額
ヲ
墨
守
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ

事
情
ノ
変
更
シ
タ
ル
結
果
ニ
シ
テ
蓋
シ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
所
ナ
ル
ヘ
シ
。
将
来
ノ
賜

金
ニ
付
テ
ハ
従
来
ノ
百
三
十
五
万
円
ヨ
リ
其
ノ
三
割
強
ヲ
減
シ
、
九
十
万
円
ト
ス

ル
ヲ
以
テ
適
当
ト
ス
」
と
、
臣
籍
降
下
後
の
爵
位
を
問
わ
ず
、
降
下
の
際
は
全
員

に
九
〇
万
円
（
家
門
維
持
賜
金
六
〇
万
円
、
邸
宅
新
設
資
金
三
〇
万
円
）
を
下
賜

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（
３６
）。
大
谷
が
提
案
し
た
九
〇
万
円
と
い
う
下
賜
金
額
は

そ
の
後
、
事
務
調
査
会
に
お
い
て
「
家
門
維
持
賜
金
五
〇
万
円
、
邸
宅
新
設
資
金

二
〇
万
円
、
積
立
基
金
（
将
来
分
家
の
場
合
の
賜
金
）
三
〇
万
円
、
合
計
一
〇
〇

万
円
」
と
修
正
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
宮
内
省
は
酒
巻
草
案
と
大
谷
案
に
基
づ
い
て
大
正
九
年
の
待
遇

基
準
の
全
面
改
正
に
着
手
し
、
昭
和
二
年
に
新
た
な
待
遇
基
準
を
制
定
し
た
。
臣

籍
降
下
時
の
叙
爵
基
準
に
つ
き
、
同
基
準
は
「
御
降
下
ニ
際
シ
授
ケ
ラ
ル
ヘ
キ
爵

ハ
当
該
皇
族
御
当
主
ナ
ル
ト
キ
ハ
公
爵
、
其
ノ
他
ニ
付
テ
ハ
宮
号
ヲ
継
承
セ
ラ
ル

ヘ
キ
者
ニ
次
ク
年
長
者
ハ
侯
爵
、
爾
余
ハ
伯
爵
ト
ス
ル
」
と
規
定
し
て
い
た
。
博

信
王
の
前
例
に
鑑
み
、
侯
爵
叙
爵
の
基
準
に
つ
い
て
は
酒
巻
草
案
中
の
「
次
男
」

を
「
宮
号
ヲ
継
承
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
ニ
次
ク
年
長
者
」
に
変
更
し
、
そ
の
他
の
場
合

に
伯
爵
を
叙
爵
す
る
理
由
を
、「
従
来
御
降
下
ニ
際
シ
侯
爵
ヲ
授
ケ
ラ
ル
ル
ヲ
例

ト
ス
ル
モ
斯
ク
テ
ハ
将
来
多
数
ノ
侯
爵
ヲ
生
ス
ヘ
ク
貴
族
院
構
成
ノ
上
ヨ
リ
見
ル

モ
必
ス
シ
モ
適
当
ナ
リ
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
、
公
侯
爵
議
員
の
数
の
維
持
と
貴
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族
院
の
構
成
に
求
め
て
い
る
。
下
賜
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
年
待
遇
基
準

は
「
将
来
降
下
セ
ラ
ル
ヘ
キ
皇
族
ノ
数
モ
多
キ
カ
故
ニ
賜
金
ノ
額
ハ
皇
室
経
済
ニ

関
係
ス
ル
所
鮮
少
ナ
ラ
ス
」
と
の
理
由
で
「
家
格
ヲ
維
持
ス
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
ハ

能
フ
限
リ
減
額
ス
ル
」
必
要
性
を
提
示
し
、
大
谷
案
を
援
用
し
て
侯
爵
伯
爵
を
問

わ
ず
一
〇
〇
万
円
を
下
賜
す
る
こ
と
を
定
め
た
（
３７
）。

昭
和
二
年
基
準
が
制
定
さ
れ
て
以
降
の
臣
籍
降
下
は
、
一
部
の
特
例
を
除
き
、

基
本
的
に
同
基
準
を
参
照
し
て
い
た
。
昭
和
一
五
年
に
降
下
し
た
東
久
邇
宮
稔
彦

王
の
三
男
彰
常
王
（
粟
田
侯
爵
）
の
場
合
、
同
宮
の
次
男
師
正
王
は
関
東
大
震
災

の
時
に
薨
去
し
た
の
で
彰
常
王
は
事
実
上
「
宮
号
ヲ
継
承
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
ニ
次
ク

年
長
者
」
に
該
当
し
、
三
男
の
彰
常
王
に
対
す
る
侯
爵
叙
爵
も
昭
和
二
年
の
叙
爵

基
準
に
違
反
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
伏
見
宮
系
皇
族
の
抵
抗
の
た
め
、
宮
内
省

は
や
む
を
得
ず
従
来
の
方
針
を
放
棄
し
、
昭
和
三
年
の
藤
麿
王
の
待
遇
の
格
上
げ

お
よ
び
一
部
の
皇
族
の
臣
籍
降
下
の
延
期
を
特
例
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

次
章
は
こ
の
臣
籍
降
下
の
特
例
の
創
出
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

第
二
章
、
臣
籍
降
下
の
特
例
の
創
出

一
、
昭
和
三
年
に
お
け
る
藤
麿
王
の
臣
籍
降
下

藤
麿
王
は
山
階
宮
菊
麿
王
の
三
男
と
し
て
昭
和
三
年
の
七
月
、
弟
の
萩
麿
王
と

一
緒
に
臣
籍
に
降
下
し
た
。
山
階
宮
家
の
場
合
、
菊
麿
王
の
長
男
武
彦
王
は
明
治

四
一
年
に
山
階
宮
の
宮
号
を
継
承
し
、
次
男
の
芳
麿
王
は
「
宮
号
ヲ
継
承
セ
ラ
ル

ヘ
キ
者
ニ
次
ク
年
長
者
」
と
し
て
大
正
九
年
、
侯
爵
を
叙
さ
れ
て
臣
籍
に
降
下
し

た
。昭

和
二
年
基
準
の
「
宮
号
ヲ
継
承
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
ニ
次
ク
年
長
者
ハ
侯
爵
、
爾

余
ハ
伯
爵
ト
ス
ル
」
と
い
う
条
文
を
準
用
す
る
と
、
昭
和
三
年
で
降
下
し
た
三
男

の
藤
麿
王
と
四
男
の
萩
麿
王
は
い
ず
れ
も
伯
爵
を
叙
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
結

局
藤
麿
王
に
対
し
て
は
特
別
に
侯
爵
が
叙
さ
れ
た
。
昭
和
二
年
基
準
が
制
定
さ
れ

た
直
後
に
早
速
同
基
準
に
反
す
る
特
例
が
創
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

藤
麿
王
に
対
し
て
特
別
に
侯
爵
を
叙
す
る
理
由
に
つ
き
、
宮
内
省
側
は
「
藤
麿

王
殿
下
ハ
曩
ニ
明
治
天
皇
ヨ
リ
将
来
神
宮
祭
主
ト
ナ
ラ
セ
ラ
ル
ル
御
沙
汰
ア
リ
シ

関
係
モ
ア
リ
、
同
殿
下
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
侯
爵
ヲ
授
ケ
ラ
レ
タ
（
３８
）」
と
説
明
し
て
い

た
。
た
し
か
に
山
階
宮
菊
麿
王
死
去
し
た
後
の
明
治
四
三
年
、
病
弱
で
将
来
は
軍

務
に
就
く
こ
と
が
困
難
に
思
わ
れ
た
幼
少
期
の
藤
麿
王
に
つ
い
て
、
明
治
天
皇
は

特
別
に
「
丁
年
に
達
す
る
後
、
神
宮
祭
主
に
其
の
人
無
く
ば
之
れ
に
任
ぜ
ら
れ
ん

と
す
る
（
３９
）」
と
い
う
御
沙
汰
を
山
階
宮
家
に
伝
え
た
。
そ
し
て
ま
た
大
正
一
〇
年
四

月
、
宮
内
省
が
藤
麿
王
の
降
下
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
、
南
部
光
臣
宮
内

参
事
官
も
「
山
階
宮
の
藤
麿
王
は
明
治
天
皇
の
御
思
召
に
て
神
宮
祭
主
と
な
ら
る

る
こ
と
に
内
定
し
居
り
。
祭
主
は
皇
族
に
限
る
に
因
り
、
降
下
す
る
訳
に
行
か
ざ

る
へ
し
」
と
、
明
治
天
皇
の
御
沙
汰
を
理
由
と
し
て
藤
麿
王
の
臣
籍
降
下
に
反
対

意
見
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
南
部
の
意
見
に
対
し
て
倉
富
勇
三
郎
は

「
其
事
は
準
則
取
調
の
際
に
も
問
題
と
為
り
た
る
も
、
明
治
天
皇
の
思
召
と
云
ふ

も
の
は
外
に
数
人
あ
る
も
、
何
も
書
類
を
残
り
居
る
も
の
な
く
、
思
召
の
通
り
祭

主
と
な
ら
る
る
に
し
て
も
、
皇
族
に
限
る
こ
と
も
な
か
る
へ
し
（
４０
）」
と
返
答
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
大
正
九
年
の
「
施
行
準
則
」
の
制
定
の
際
、
倉
富
を
含
む
宮
内
省

側
の
起
草
者
た
ち
は
す
で
に
「
明
治
天
皇
の
御
沙
汰
」
に
つ
い
て
充
分
考
慮
し
た

上
で
、
そ
れ
を
臣
籍
降
下
の
免
除
理
由
と
し
て
認
め
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
し

か
も
「
神
宮
司
庁
官
制
」（
明
治
二
九
年
一
一
月
制
定
）
に
よ
る
と
、
神
宮
祭
主

は
皇
族
に
限
る
職
で
も
な
く
、
実
際
に
神
宮
祭
主
に
な
っ
た
と
し
て
も
臣
籍
降
下

は
免
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
４１
）。
神
宮
祭
主
の
就
任
に
関
す
る
明
治
天
皇
の
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御
沙
汰
は
結
局
実
行
さ
れ
ず
、
後
日
藤
麿
王
は
東
京
帝
国
大
学
の
国
史
学
科
に
入

学
し
た
。

藤
麿
王
に
特
別
に
侯
爵
を
叙
す
る
理
由
に
つ
い
て
岡
本
愛
祐
は
「
一
木
宮
内
大

臣
ハ
ソ
レ
ゾ
レ
拝
謁
ノ
処
、
侯
爵
ヲ
適
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
方
、
又
藤
麿
王
殿
下
ノ

ミ
ハ
侯
爵
ヲ
適
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
方
等
二
、
三
ア
ラ
セ
ラ
レ
、
結
局
藤
麿
王
殿
下

ハ
曩
ニ
明
治
天
皇
ヨ
リ
将
来
神
宮
祭
主
ト
ナ
ラ
セ
ラ
ル
ル
御
沙
汰
ア
リ
シ
関
係
モ

ア
リ
（
此
ノ
御
沙
汰
ハ
後
ニ
御
変
更
ア
リ
タ
リ
（
４２
））
同
殿
下
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
侯
爵

ヲ
授
ケ
ラ
レ
（
４３
）」
た
と
述
べ
て
い
た
。
岡
本
は
ま
た
昭
和
一
〇
年
代
に
作
成
し
た
臣

籍
降
下
の
際
の
叙
爵
基
準
に
関
す
る
意
見
書
に
お
い
て
も
、
藤
麿
王
の
特
例
に
つ

い
て
以
下
の
通
り
説
明
し
て
い
る
。

「
従
来
の
例
は
長
子
は
終
身
皇
族
、
次
子
に
は
侯
爵
、
三
子
以
下
に
は
伯
爵

を
賜
ふ
。
唯
一
の
例
外
は
山
階
宮
藤
麿
王
に
し
て
兄
芳
麿
王
侯
爵
な
る
か
故
に

伯
爵
た
る
へ
き
と
こ
ろ
特
に
侯
爵
を
賜
ひ
た
り
。
其
の
理
由
は
一
説
に
は
同
王

は
嘗
て
明
治
天
皇
よ
り
将
来
神
宮
祭
主
た
る
へ
き
御
沙
汰
を
蒙
り
し
こ
と
あ
り
。

然
る
に
後
に
至
り
御
取
消
と
な
り
た
る
も
宮
家
側
に
徹
底
し
居
ら
さ
り
し
等
の

事
情
あ
り
、
他
の
皇
族
中
に
も
同
情
を
有
せ
ら
る
る
向
あ
り
て
、
特
に
侯
爵
を

賜
ひ
た
り
と
云
ふ
。
又
一
説
に
は
同
王
は
三
子
な
る
も
常
子
妃
殿
下
に
と
り
て

は
長
子
た
る
の
事
情
を
参
酌
せ
ら
れ
た
り
と
も
云
ふ
（
４４
）」。

岡
本
の
説
に
よ
る
と
、
同
王
に
対
し
て
特
別
な
待
遇
を
与
え
た
実
際
の
理
由
は
、

「
一
木
宮
内
大
臣
ハ
ソ
レ
ゾ
レ
拝
謁
ノ
処
」
す
な
わ
ち
皇
族
会
議
前
の
一
木
宮
相

の
皇
族
へ
の
内
申
の
段
階
に
お
い
て
、「
皇
族
中
に
も
同
情
を
有
せ
ら
れ
」、「
侯

爵
ヲ
適
当
ト
認
メ
ラ
ル
ル
方
、
又
藤
麿
王
殿
下
ノ
ミ
ハ
侯
爵
ヲ
適
当
ト
認
メ
ラ
ル

ル
方
（
４５
）」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
宮
内
省
は
「
施
行
準
則
」
に
沿
わ
な

い
皇
族
内
部
の
意
見
に
配
慮
し
、
や
む
を
得
ず
特
別
に
藤
麿
王
だ
け
に
侯
爵
を
叙

し
た
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
昭
和
六
年
、
久
邇
宮
邦
彦
王
の
三
男
邦
英
王
（
同
王
が
東
伏
見
宮
家
に

養
育
さ
れ
、
事
実
上
の
養
子
と
し
て
同
宮
家
の
祭
祀
を
継
承
し
て
い
た
）
の
臣
籍

降
下
の
際
、「
其
爵
位
に
付
或
る
方
面
よ
り
内
々
希
望
あ
り
（
４６
）」、
す
な
わ
ち
、
叙
爵

基
準
に
よ
り
伯
爵
を
叙
さ
れ
る
は
ず
の
邦
英
王
の
降
下
に
つ
い
て
、
東
伏
見
宮
家

の
事
実
上
の
継
承
者
と
い
う
事
情
を
理
由
と
し
て
同
王
に
侯
爵
以
上
の
爵
位
を
与

え
る
こ
と
を
主
張
す
る
「
或
る
方
面
」
の
皇
族
家
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
邦
英

王
の
降
下
問
題
つ
い
て
浅
見
雅
男
氏
は
「『
或
る
方
面
』
と
は
、
お
そ
ら
く
朝
融

王
で
あ
ろ
う
。
邦
英
王
は
臣
籍
降
下
し
た
あ
と
、
後
継
者
を
欠
く
東
伏
見
宮
の
祭

祀
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
皇
后
の
弟
で
あ
る
。
朝
融

王
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
優
遇
し
て
や
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
も
不

思
議
で
は
な
（
４７
）」
と
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
久
邇
宮
朝
融
王
の
ほ
か
、
邦
英
王

の
事
実
上
の
養
母
の
東
伏
見
宮
周
子
妃
方
面
も
同
王
の
待
遇
に
つ
い
て
一
木
宮
相

に
圧
力
を
か
け
て
い
た
。
結
局
、
一
木
宮
相
は
牧
野
内
大
臣
・
元
老
西
園
寺
公
望

と
相
談
の
上
、「
一
応
言
上
に
及
び
た
る
処
、
実
に
難
有
御
思
召
し
あ
り
、
極
め

て
公
明
正
大
な
る
聖
慮
を
承
は
り
た
り
（
４８
）」。
昭
和
天
皇
本
人
の
裁
断
に
よ
り
、
皇

族
の
反
対
運
動
が
収
ま
り
、
邦
英
王
の
待
遇
が
従
来
の
基
準
の
ま
ま
に
な
っ
て
い

た
。昭

和
二
年
の
待
遇
基
準
の
成
立
に
よ
り
、
大
正
九
年
の
待
遇
基
準
が
全
面
改
正

さ
れ
た
が
、
下
賜
金
の
減
額
と
本
来
侯
爵
を
叙
さ
れ
る
は
ず
の
第
三
子
以
下
の
皇

族
に
対
す
る
叙
爵
の
格
下
げ
を
規
定
す
る
昭
和
二
年
基
準
が
さ
ら
に
皇
族
内
部
の

反
発
を
招
い
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
施
行
準
則
」
制
定
時
と
は
異
な

り
個
別
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
皇
族
会
議
に
お
い
て
は
降
下
者
の
親
族
だ
け
が
利

害
関
係
者
と
し
て
表
決
権
を
持
た
ず
、
ほ
か
の
宮
家
の
皇
族
の
表
決
参
加
は
可
能

で
あ
っ
た
。
皇
族
が
皇
族
会
議
の
場
で
反
対
を
表
明
す
る
の
は
天
皇
が
下
付
す
る

議
案
に
公
然
と
異
議
を
唱
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
宮
内
省
に
と
っ
て
皇
族
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の
反
発
は
無
視
で
き
な
い
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
。
大
正
期
か
ら
潜
在
的
に
存
在

し
て
い
た
皇
族
の
反
発
に
昭
和
二
年
の
待
遇
基
準
へ
の
更
な
る
不
満
が
加
わ
り
、

こ
の
蓄
積
さ
れ
た
不
満
が
藤
麿
王
に
特
別
な
待
遇
を
与
え
た
主
な
原
因
で
あ
っ
た

と
理
解
し
て
も
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
、
降
下
時
期
に
関
す
る
改
正

と
こ
ろ
で
、
大
正
九
年
の
「
施
行
準
則
」
第
一
条
で
は
「
皇
室
典
範
増
補
第
一

条
及
皇
族
身
位
令
第
二
十
五
条
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
情
願
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
」
を
勅
旨

で
の
臣
籍
降
下
の
条
件
と
し
て
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
施
行
準
則
」
第
一
条
に
つ

い
て
永
井
氏
は
「
王
が
皇
族
身
位
令
第
二
五
条
（
４９
）の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
満
一
五

歳
以
上
に
な
っ
て
も
臣
籍
降
下
の
情
願
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
天
皇
が
臣
籍
降

下
降
下
を
命
じ
、
華
族
に
列
す
る
も
の
と
す
る
（
５０
）」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、

前
掲
の
表
を
み
る
と
、「
施
行
準
則
」
の
制
定
後
に
臣
籍
に
降
下
し
た
十
二
名
の

皇
族
全
員
は
臣
籍
降
下
当
時
す
で
に
満
二
〇
歳
に
な
っ
て
お
り
、
一
五
歳
に
な
っ

た
直
後
に
臣
籍
降
下
し
た
皇
族
は
一
人
も
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
以
降
の
降
下
例
を
実
際
に
み
て
み
よ
う
。
大
正
九
年

の
芳
麿
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
皇
族
会
議
に
お
い
て
宮
内
省
は
同
王
の
臣
籍
降

下
に
つ
い
て
、「
皇
族
身
位
令
第
二
十
五
条
ニ
於
テ
『
皇
室
典
範
増
補
第
一
条
ニ

依
リ
情
願
ヲ
為
ス
ニ
ハ
王
満
十
五
年
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
』
ト
定
メ
ラ
ル
。
芳

麿
王
殿
下
ハ
既
ニ
成
年
ニ
達
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
要�

件�

ニ
合
致
シ
（
５１
）」
と
皇
族

議
員
に
対
し
て
説
明
し
て
い
る
。
大
正
一
二
年
の
邦
久
王
の
降
下
に
関
す
る
皇
族

会
議
に
お
い
て
も
牧
野
伸
顕
宮
相
が
成
年
し
た
邦
久
王
は
「
既
ニ
皇
族
身
位
令
ニ

定
メ
ラ
レ
タ
ル
御�

資�

格�

ヲ
モ
御
備
ヘ
遊
ハ
サ
ル
ル
（
５２
）」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

当
時
の
宮
内
省
は
皇
族
身
位
令
第
二
五
条
に
定
め
ら
れ
た
一
五
歳
と
い
う
年
齢
に

つ
い
て
永
井
氏
の
言
う
よ
う
な
臣
籍
降
下
の
年
齢
期
限
で
は
な
く
、
単
に
情
願
を

提
出
す
る
資
格
ま
た
は
最
低
年
齢
だ
と
理
解
し
て
い
た
。
で
は
、
当
時
の
宮
内
省

側
は
臣
籍
降
下
の
時
期
に
つ
い
て
何
歳
が
適
当
と
認
識
し
て
い
た
か
。
換
言
す
れ

ば
、
何
歳
ま
で
に
臣
籍
降
下
の
情
願
を
出
さ
な
け
れ
ば
、「
施
行
準
則
」
第
一
条

従
い
、「
勅
旨
」
で
強
制
的
に
降
下
を
命
じ
る
べ
き
と
考
え
て
い
た
か
。
筆
者
は

こ
の
問
題
の
答
え
を
直
接
に
示
す
史
料
を
発
見
で
き
て
は
い
な
い
が
、
大
正
一
二

年
の
邦
久
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
枢
密
院
会
議
と
皇
族
会
議
で
の
質
問
に
備
え

宮
内
省
が
作
成
し
た
「
邦
久
王
殿
下
臣
籍
降
下
ニ
関
ス
ル
席
上
ニ
於
ケ
ル
仮
設
質

問
応
答
」
と
い
う
書
類
か
ら
推
し
測
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
中
で
宮
内
省

は
邦
久
王
の
臣
籍
降
下
が
「
御�

成�

年�

後�

可
成
ノ
時
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
理
由
如
何
」

と
の
質
問
を
予
想
し
、「
御
修
業
ノ
関
係
、
及
御
両
親
宮
御
服
喪
ノ
関
係
ナ
リ
（
５３
）」

と
の
回
答
を
用
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宮
内
省
は
当
時
す
で
に
二
一
歳
に
な
っ

て
い
た
邦
久
王
が
成
年
後
一
年
以
上
経
過
し
て
も
未
だ
臣
籍
降
下
し
て
い
な
い
理

由
が
議
場
で
問
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
て
い
た
。
こ
の
想
定
質
疑
か
ら

み
る
と
、
当
時
の
宮
内
省
は
（
枢
密
院
あ
る
い
は
皇
族
会
議
の
皇
族
議
員
た
ち

も
）
皇
族
が
成
年
し
た
時
、
す
な
わ
ち
二
〇
歳
（
５４
）を
臣
籍
降
下
の
適
当
な
時
期
だ
と

認
識
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
部
の
皇
族
は
宮
内
省
の
こ
の
方
針
に
不
満
を
表
し
た
。
大
正
九
年

「
施
行
準
則
」
が
制
定
さ
れ
た
直
後
に
臣
籍
降
下
し
た
芳
麿
王
（
当
時
二
〇
歳
）

の
場
合
、
同
王
の
降
下
に
関
す
る
皇
族
会
議
の
様
子
に
つ
い
て
石
原
健
三
宮
内
次

官
は
「
芳
麿
王
の
降
下
は
大
体
は
意
見
な
き
も
、
其
時
期
は
適
当
な
ら
さ
る
旨
、

朝
香
宮
よ
り
の
意
見
あ
り
。
北
白
川
宮
も
之
に
賛
成
せ
ら
れ
、
久
邇
宮
は
時
期
は

適
当
な
ら
す
と
思
ふ
」、「
将
来
の
事
に
付
て
は
当
局
者
は
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と

を
望
む
（
５５
）」
と
、
降
下
時
期
に
関
す
る
皇
族
の
不
満
を
倉
富
勇
三
郎
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
同
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
皇

族
会
議
の
議
事
録
が
朝
香
宮
鳩
彦
王
を
は
じ
め
、
諸
皇
族
の
反
対
意
見
を
収
録
し
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て
い
る
。
鳩
彦
王
は
芳
麿
王
の
降
下
時
期
に
つ
い
て
以
下
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
。

「
本
員
ハ
芳
麿
王
殿
下
ノ
臣
籍
御
降
下
ノ
時
期
ハ
少
尉
御
任
官
ノ
時
コ
ソ
然

ル
ヘ
ケ
レ
ト
思
考
ス
。
其
ノ
理
由
ト
ス
ル
所
ハ
芳
麿
王
ハ
充
分
御
降
下
後
ノ
将

来
ヲ
御
考
慮
ノ
上
御
情
願
ア
リ
シ
事
ト
信
ス
ル
モ
当
局
者
ト
シ
テ
ハ
充
分
御
本

人
ノ
御
便
宜
ヲ
計
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
然
ル
ニ
御
情
願
ア
レ
ハ
ト
テ
勅
許
ヲ
奏

請
シ
直
ニ
臣
籍
ニ
御
降
下
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
ハ
不
穏
当
ナ
ル
ヘ
シ
。
現
今
芳
麿
王

殿
下
ハ
士
官
学
校
ニ
御
在
学
中
ニ
テ
且
同
殿
下
ハ
父
上
殿
下
ア
ラ
セ
ラ
レ
サ
ル

御
不
幸
ナ
ル
御
方
ナ
リ
故
ニ
御
在
職
中
ニ
ハ
充
分
御
安
静
ニ
御
勉
学
相
成
リ
タ

ル
上
臣
籍
ニ
御
降
下
有
之
様
ニ
取
計
ラ
ハ
レ
タ
シ
」。「
当
局
ハ
宜
シ
ク
同
殿
下

ノ
御
成
年
式
御
挙
行
ヲ
奏
請
シ
且
少
尉
ニ
御
任
官
後
ニ
於
テ
初
メ
テ
臣
籍
降
下

ヲ
奏
請
シ
テ
然
ル
ヘ
シ
。
凡
ソ
待
遇
ノ
変
化
ハ
専
心
勉
学
中
ノ
者
ニ
対
シ
打
撃

ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
極
メ
テ
甚
大
ナ
ル
ヘ
シ
（
５６
）」。

鳩
彦
王
は
「
父
上
殿
下
ア
ラ
セ
ラ
レ
サ
ル
」
芳
麿
王
に
同
情
し
、
士
官
学
校
在

学
中
の
身
分
変
更
と
待
遇
の
変
化
が
勉
学
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
と
の
理
由
で
在

学
中
の
臣
籍
降
下
に
反
対
し
、
任
官
後
が
臣
籍
降
下
の
適
当
な
時
期
だ
と
主
張
し

て
い
た
。
北
白
川
宮
も
鳩
彦
王
の
意
見
に
賛
成
し
た
（
５７
）。
久
邇
宮
邦
彦
王
も
「
専
心

勉
学
中
ノ
者
ニ
対
シ
テ
身
分
ノ
変
更
ノ
如
キ
重
大
ナ
ル
事
柄
ニ
付
頭
脳
ヲ
悩
マ
シ

ム
ル
ハ
大
ナ
ル
損
害
ナ
リ
」
と
同
様
の
反
対
意
見
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
将
来
ハ
臣

籍
降
下
ニ
付
テ
ハ
十
五
歳
ニ
達
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ト
カ
又
ハ
其
ノ
他
適
当
ナ
ル
時

期
ヲ
以
テ
決
行
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
（
５８
）」
と
一
五
歳
、
す
な
わ
ち
皇
族
身
位
令

に
定
め
ら
れ
た
情
願
の
最
低
年
齢
に
達
し
た
時
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
適
当
な

時
期
で
臣
籍
降
下
を
決
行
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

同
年
に
成
立
し
た
「
施
行
準
則
」
に
対
す
る
反
対
派
に
属
す
る
朝
香
宮
、
久
邇

宮
、
北
白
川
宮
の
三
人
が
芳
麿
王
の
降
下
時
期
に
つ
い
て
反
対
を
表
し
た
理
由
と

し
て
、
在
学
中
の
身
分
変
更
と
待
遇
の
変
化
へ
の
不
満
の
ほ
か
、「
施
行
準
則
」

へ
の
不
満
、
す
な
わ
ち
大
正
九
年
に
成
立
し
た
臣
籍
降
下
の
制
度
自
体
へ
の
抵
抗

も
一
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
大
正
八
年
五
月
、
在
学
中
の
身
分
変
更
と
待
遇
の
変
化
に
つ
い
て
東
久

邇
宮
稔
彦
王
は
同
宮
家
の
宮
務
監
督
を
務
め
て
い
た
倉
富
に
対
し
て
以
下
の
通
り

皇
族
の
教
育
方
針
に
関
す
る
懸
念
を
漏
ら
し
て
い
た
。

「
皇
族
の
子
弟
は
学
習
院
に
学
ふ
を
例
と
し
、
而
か
も
皇
族
の
子
弟
は
特
別

の
教
授
法
を
執
り
、
寄
宿
所
も
亦
他
の
子
弟
と
別
て
り
。
子
弟
成
長
後
、
皇
族

の
身
位
を
有
す
れ
は
夫
れ
に
て
差
支
な
き
も
、
若
し
臣
籍
に
降
下
せ
ら
る
ゝ
者

も
あ
り
と
す
れ
は
、
本
人
一
般
の
人
と
伍
す
る
こ
と
を
得
す
。
本
人
の
不
幸
は

言
を
俟
た
す
。
親
と
し
て
も
子
を
教
育
す
る
義
務
あ
る
以
上
は
、
適
当
な
教
育

を
施
さ
ゝ
る
へ
か
ら
す
。
只
今
の
有
様
に
て
は
方
向
立
ち
難
き
に
付
、
速
に
皇

族
の
子
弟
の
処
分
方
を
定
む
る
こ
と
を
望
む
（
５９
）」。

東
久
邇
宮
が
言
っ
た
通
り
、
当
時
学
習
院
、
陸
軍
士
官
学
校
と
海
軍
兵
学
校
は

皇
族
の
学
生
に
対
し
別
寮
を
置
き
、
特
別
な
教
育
方
針
を
採
っ
て
い
た
（
６０
）。
そ
う
し

た
特
別
待
遇
を
受
け
る
皇
族
の
学
生
が
臣
籍
降
下
の
た
め
に
「
中
途
に
て
待
遇
を

易
ふ
る
は
残
酷
な
り
」
と
の
皇
族
の
懸
念
に
対
応
し
て
、
宮
内
省
も
「
施
行
準

則
」
制
定
以
降
、
皇
族
学
生
の
特
別
な
待
遇
の
撤
廃
を
検
討
し
て
い
く
。
大
正
一

〇
年
三
月
、
倉
富
は
酒
巻
芳
男
（
当
時
宗
秩
寮
爵
位
課
長
）
に
対
し
、「
御
直
宮

な
ら
は
格
別
な
る
も
、
只
今
学
習
院
に
入
ら
れ
居
る
方
は
、
之
か
為
め
別
寮
を
設

け
置
く
必
要
な
か
る
へ
し
」、「
皇
族
の
子
弟
な
り
と
て
帝
王
学
の
み
を
授
け
て
は

困
る
」
と
学
習
院
に
お
け
る
皇
族
に
対
す
る
特
別
待
遇
の
撤
廃
を
主
張
し
た
（
６１
）。

皇
族
の
反
対
の
た
め
、
芳
麿
王
の
臣
籍
降
下
以
降
、
皇
族
は
ほ
と
ん
ど
成
年
後

一
年
程
度
を
経
た
後
に
臣
籍
に
降
下
し
た
。
昭
和
三
年
に
降
下
し
た
藤
麿
王
の
よ

う
に
成
年
後
三
年
以
上
を
経
過
し
て
い
た
皇
族
も
存
在
し
て
い
た
。
同
王
の
場
合
、

成
年
時
「
帝
国
大
学
御
在
学
中
ニ
付
キ
」、「
情
願
ハ
当
分
延
期
ノ
思
召
ニ
有
之
、
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帝
国
大
学
ニ
於
テ
モ
（
主
任
教
授
黒
板
博
士
）
御
修
学
上
御
在
学
中
御
身
分
ヲ
御

変
更
在
ラ
セ
ラ
レ
サ
ル
コ
ト
ヲ
切
ニ
希
望
致
居
候
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
宮
内
省
は
「
当
分
ノ
中
臣
籍
降
下
ノ
儀
ハ
御
見
合
セ
相
成
可
然
ト
思
考

ス
」
と
同
王
の
臣
籍
降
下
の
延
期
を
許
可
し
た
。
藤
麿
王
と
同
時
に
降
下
し
た
萩

麿
王
も
、
海
軍
兵
学
校
在
学
中
の
た
め
、
臣
籍
降
下
は
「
遠
洋
航
海
ヲ
終
ヘ
御
任

官
ノ
後
（
６２
）」
ま
で
延
期
さ
れ
た
。

宮
内
省
が
制
定
し
た
臣
籍
降
下
の
諸
方
針
・
基
準
の
う
ち
、
昭
和
二
年
の
待
遇

基
準
が
皇
族
た
ち
の
不
満
を
招
い
た
た
め
、
宮
内
省
は
や
む
を
得
ず
藤
麿
王
に
侯

爵
叙
爵
の
優
遇
を
与
え
て
特
例
を
創
出
し
た
。
ま
た
降
下
の
時
期
の
問
題
に
つ
い

て
も
宮
内
省
は
最
初
満
二
〇
歳
を
臣
籍
降
下
の
時
期
と
し
て
定
め
て
い
た
が
、
結

局
皇
族
の
反
対
意
見
に
配
慮
し
、
降
下
予
定
の
皇
族
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合

成
年
後
一
定
の
猶
予
を
与
え
た
。
大
正
九
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
臣
籍
降
下
関
係

の
諸
方
針
・
基
準
は
そ
れ
自
体
が
数
回
改
正
さ
れ
た
上
に
、
伏
見
宮
系
の
諸
宮
家

の
抵
抗
に
よ
り
、
実
際
に
は
宮
内
省
の
意
図
通
り
に
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
言

え
る
。

伏
見
宮
系
皇
族
の
抵
抗
の
原
因
と
し
て
は
、
臣
籍
降
下
後
の
待
遇
の
格
下
げ
お

よ
び
降
下
時
期
へ
の
不
満
の
要
因
の
ほ
か
、
自
ら
の
宮
家
が
遠
く
な
い
将
来
に
消

滅
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
自
体
に
対
す
る
不
満
が
尾
を

引
い
て
い
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
前
掲
し
た
明

治
期
の
一
代
皇
族
制
の
崩
壊
に
関
す
る
高
久
氏
の
研
究
は
「
親
戚
の
情
誼
に
よ
る

運
動
、
す
な
わ
ち
皇
族
の
同
族
意
識
に
も
と
づ
く
運
動
」
を
明
治
期
の
臣
籍
降
下

制
度
が
崩
壊
し
た
原
因
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
親
戚
の
情
誼
」
と
「
同

族
意
識
」
も
大
正
期
以
降
、
あ
る
宮
家
の
皇
族
の
臣
籍
降
下
の
時
期
と
待
遇
に
対

す
る
他
宮
家
の
皇
族
の
反
発
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
諸
皇
族
の
う
ち
、
宮
号
を
有
さ
な
い
久
邇
宮
家
の
多
嘉
王
は
大
正
九
年

「
施
行
準
則
」
に
よ
っ
て
特
別
に
降
下
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
た
が
、
宮
号
を
有

す
る
王
の
子
を
臣
籍
降
下
の
対
象
と
し
て
想
定
し
、
そ
の
待
遇
を
規
定
し
て
い
た

諸
待
遇
基
準
は
多
嘉
王
の
子
の
待
遇
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
臣
籍
降

下
の
基
準
自
体
の
「
空
白
」
の
た
め
、
多
嘉
王
の
子
の
臣
籍
降
下
も
特
例
と
し
て

見
做
さ
れ
、
そ
の
待
遇
は
昭
和
一
〇
年
代
に
お
い
て
宮
内
省
内
の
一
大
問
題
と

な
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
次
章
で
検
討
し
た
い
。

第
三
章
、
多
嘉
王
の
子
の
臣
籍
降
下
問
題

多
嘉
王
は
久
邇
宮
朝
彦
親
王
の
五
男
で
あ
り
、
兄
弟
の
賀
陽
宮
初
代
邦
憲
王
、

久
邇
宮
二
代
邦
彦
王
、
梨
本
宮
三
代
守
正
王
、
朝
香
宮
初
代
鳩
彦
王
、
東
久
邇
宮

初
代
稔
彦
王
全
員
に
は
宮
号
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
嘉
王

に
つ
い
て
は
臣
籍
に
降
下
す
る
と
の
明
治
四
〇
年
の
明
治
天
皇
の
内
旨
が
あ
り
（
６３
）、

明
治
四
二
年
の
神
宮
式
年
遷
宮
の
際
、
神
宮
祭
主
で
あ
る
賀
陽
宮
邦
憲
王
が
病
気

と
な
っ
た
た
め
、
多
嘉
王
は
そ
の
後
任
に
就
い
た
。
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
は

「
現
在
ノ
宣
下
親
王
ノ
子
孫
現
ニ
宮
号
ヲ
有
ス
ル
王
ノ
子
孫
竝
兄
弟
及
其
ノ
子
孫

ニ
之
ヲ
準
用
」
す
る
た
め
、
宮
号
を
有
さ
な
い
多
嘉
王
は
久
邇
宮
朝
彦
親
王
の
子

と
し
て
本
来
降
下
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、「
施
行
準
則
」
の
附
則
第
三
条
「
邦

芳
王
及
多
嘉
王
ニ
ハ
此
ノ
準
則
ヲ
適
用
セ
ス
」
に
よ
り
、
同
王
は
降
下
の
対
象
か

ら
排
除
さ
れ
た
。
同
王
が
臣
籍
降
下
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は

同
時
代
に
お
い
て
、「
多
嘉
王
は
宮
号
を
賜
は
り
た
し
と
の
意
見
も
あ
り
た
る
位

に
て
、
直
に
降
下
と
す
る
訳
に
は
行
き
難
き
事
情
な
り
（
６４
）」、「
同
王
が
神
宮
祭
主
た

る
の
御
地
位
に
在
る
を
顧
慮
せ
ら
れ
た
る
為
」、
あ
る
い
は
「
多
嘉
王
は
他
の
降

下
せ
ら
る
べ
き
皇
族
と
は
御
境
遇
を
異
に
し
、
既
に
妃
殿
下
及
御
子
あ
り
て
多
嘉

王
降
下
の
結
果
は
之
等
の
方
々
も
一
連
降
下
の
こ
と
と
な
り
て
聊
か
過
激
な
る
御
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変
境
と
な
る
（
６５
）」
な
ど
諸
説
が
存
在
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
て
多
嘉
王
は
臣
籍
降
下
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、

同
王
の
子
の
家
彦
王
と
徳
彦
王
は
「
施
行
準
則
」
の
附
則
第
一
条
「
此
ノ
準
則
ハ

現
在
ノ
宣
下
親
王
ノ
子
孫
現
ニ
宮
号
ヲ
有
ス
ル
王
ノ
子
孫
竝
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
ニ

之
ヲ
準
用
ス
」
の
中
の
「
宮
号
を
有
す
る
王
の
兄
弟
の
子
孫
」
に
該
当
し
、
臣
籍

降
下
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
６６
）。
し
か
し
、
昭
和
二
年
の
待
遇
基
準
は
基
本
的

に
宮
号
を
有
す
る
王
の
子
孫
を
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
た
た
め
、「
宮
号
継
承

者
ニ
次
ク
年
長
者
」
と
い
っ
た
形
で
宮
号
の
継
承
者
と
の
血
縁
の
親
疎
に
よ
っ
て

降
下
後
の
待
遇
を
定
め
て
お
り
、
宮
号
を
有
さ
な
い
多
嘉
王
の
子
の
待
遇
に
つ
い

て
は
全
く
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
昭
和
一
四
年
前
後
に
家
彦
王

と
徳
彦
王
の
臣
籍
降
下
問
題
が
議
論
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
と
、
基
準
の
「
空

白
」
に
位
置
す
る
二
人
の
待
遇
問
題
に
つ
い
て
宮
内
省
内
に
は
対
立
す
る
種
々
の

意
見
が
噴
出
し
、
降
下
方
針
は
な
か
な
か
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
論
文
は
最

後
に
、
こ
の
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
家
彦
王
と
徳
彦
王
の
待
遇
問
題
を
め
ぐ
る

宮
内
省
内
の
諸
方
針
・
意
見
を
ま
と
め
、
当
時
の
臣
籍
降
下
の
基
準
に
対
す
る
宮

内
官
僚
の
理
解
を
検
討
し
た
い
。

多
嘉
王
の
子
の
待
遇
に
つ
い
て
、
前
述
の
大
正
末
期
に
提
出
さ
れ
た
酒
巻
草
案

は
す
で
に
そ
の
臣
籍
降
下
を
予
想
し
て
以
下
の
規
定
を
設
け
て
い
た
。

「
多
嘉
王
殿
下
の
第
一
子
又
は
之
に
代
わ
る
へ
き
皇
族
の
臣
籍
降
下
せ
ら
る
る

場
合
に
は
伯
爵
を
授
け
従
四
位
に
叙
し
家
門
維
持
及
邸
宅
新
設
の
資
金
と
し
て
金

八
十
万
円
を
賜
ふ
。（
理
由
）
多
嘉
王
殿
下
は
宮
号
を
存
せ
ら
れ
さ
る
皇
族
に
し

て
現
に
皇
族
の
降
下
に
関
す
る
施
行
準
則
に
於
て
も
同
殿
下
及
其
子
孫
は
他
の
皇

族
及
其
の
子
孫
と
は
取
扱
を
異
に
し
何
時
に
て
も
勅
命
に
依
り
臣
籍
に
降
下
し
得

へ
き
地
位
に
在
ら
せ
ら
る
依
て
多
嘉
王
殿
下
の
第
一
子
又
は
之
に
変
は
る
へ
き
皇

族
の
臣
籍
に
降
下
せ
ら
る
へ
き
場
合
に
付
て
は
宮
号
を
有
す
る
王
の
第
三
子
の
場

合
に
準
す
る
を
適
当
な
り
と
認
め
た
る
に
由
る
」。

「
多
嘉
王
殿
下
の
第
二
子
又
は
之
に
代
わ
る
へ
き
皇
族
の
臣
籍
降
下
せ
ら
る
る

場
合
に
は
子
爵
を
授
け
家
門
維
持
及
邸
宅
新
設
の
資
金
と
し
て
金
六
十
万
円
を
賜

ふ
。
第
三
子
以
下
又
は
之
に
代
わ
る
へ
き
皇
族
に
付
亦
同
し
。（
理
由
）
前
項
の

場
合
と
同
一
理
由
に
依
り
爵
を
減
等
し
資
金
を
減
額
す
る
を
適
当
と
認
む
る
に
由

る
（
６７
）」。酒

巻
草
案
は
多
嘉
王
の
長
男
の
待
遇
に
つ
い
て
「
宮
号
を
有
す
る
王
の
第
三
子

の
場
合
に
準
す
る
を
適
当
な
り
」
と
判
断
し
、
伯
爵
叙
爵
、
下
賜
金
八
〇
万
円
の

待
遇
を
提
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
第
二
子
の
待
遇
に
つ
い
て
同
草
案
は
子
爵
叙
爵
、

下
賜
金
六
〇
万
円
と
い
う
一
層
低
い
待
遇
を
提
出
し
た
。
酒
巻
は
、
多
嘉
王
の
子

の
内
の
最
初
の
降
下
者
（
す
な
わ
ち
長
男
の
家
彦
王
）
に
対
し
て
、
各
宮
家
当
主

の
兄
弟
た
ち
の
子
の
内
の
最
初
の
降
下
者
（
す
な
わ
ち
各
当
主
の
第
二
子
）
同
様

の
待
遇
を
与
え
る
の
は
不
適
切
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
宮
号
を
有
す
る
王

の
子
よ
り
低
い
待
遇
を
提
示
す
る
同
草
案
は
、
宮
号
を
有
さ
な
い
多
嘉
王
の
地
位

は
同
王
の
兄
弟
よ
り
一
段
低
い
も
の
で
あ
る
と
の
酒
巻
の
認
識
に
基
づ
い
て
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
一
四
年
、
実
際
に
家
彦
王
、
徳
彦
王
の
臣
籍
降
下
が
具
体
化
し
て
き
た
際
、

岡
本
愛
祐
は
酒
巻
の
こ
の
草
案
に
対
し
て
反
論
を
提
出
し
た
。
岡
本
の
反
論
は

「
多
嘉
王
は
準
則
上
降
下
の
義
務
は
な
き
も
、
情
願
は
自
由
な
る
へ
き
」
と
の
視

点
か
ら
、
ま
ず
多
嘉
王
が
情
願
を
提
出
し
て
臣
籍
降
下
す
る
場
合
の
待
遇
に
つ
い

て
検
討
し
た
。
岡
本
の
意
見
に
よ
る
と
、
同
王
が
「
久
邇
宮
に
於
て
は
邦
彦
王
の

兄
弟
は
多
嘉
王
以
外
に
は
な
き
か
故
次
子
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
」
か
ら
、
臣

籍
降
下
の
際
は
次
男
あ
る
い
は
宮
号
の
継
承
者
に
次
ぐ
年
長
者
と
し
て
大
正
九

年
・
昭
和
二
年
の
待
遇
基
準
ど
ち
ら
を
準
用
し
て
も
侯
爵
を
授
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
（
６８
）。

そ
の
た
め
、
多
嘉
王
の
実
際
の
長
男
（
同
王
の
長
男
賀
彦
王
が
早
世
し
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た
）
家
彦
王
の
待
遇
に
つ
い
て
岡
本
は
「
多
嘉
王
の
継
承
者
た
る
の
点
よ
り
す
れ

は
侯
爵
を
賜
ふ
を
妥
当
と
（
６９
）」
し
、
宮
家
か
ら
の
降
下
待
遇
と
の
均
衡
か
ら
岡
本
意

見
を
批
判
す
る
宮
内
省
に
対
し
て
は
、「
此
の
場
合
宮
号
を
有
す
る
王
の
子
孫
に

比
す
る
も
権
衡
を
失
す
る
の
恐
れ
な
」
く
、
そ
れ
は
「
宮
号
を
有
す
る
王
の
長
子

は
終
身
皇
族
に
し
て
降
下
の
時
始
め
て
公
爵
を
賜
は
り
、
多
嘉
王
の
長
子
は
一
段

低
き
侯
爵
を
賜
は
る
か
故
な
り
」
と
主
張
し
て
い
た
。

同
時
に
、
ほ
か
の
視
点
か
ら
酒
巻
の
待
遇
案
に
異
議
を
唱
え
る
意
見
も
存
在
し

て
い
た
。
昭
和
一
六
年
一
〇
月
、
当
時
の
帝
室
会
計
審
査
局
長
官
木
下
道
雄
が
家

彦
王
・
徳
彦
王
の
待
遇
案
を
提
出
し
た
。
同
待
遇
案
は
酒
巻
の
認
識
と
同
様
に
多

嘉
王
が
宮
号
を
有
す
る
兄
弟
諸
王
よ
り
「
一
段
の
低
位
を
以
て
遇
せ
ら
れ
た
る
こ

と
」
を
承
認
す
る
が
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。
家
彦
王
、
徳
彦
王

の
臣
籍
降
下
に
よ
り
、
皇
族
と
し
て
の
多
嘉
王
の
系
統
は
邦
家
親
王
か
ら
数
え
て

第
三
世
で
消
滅
し
た
。
そ
れ
と
比
較
し
て
、
多
嘉
王
の
兄
弟
諸
王
の
長
子
孫
の
系

統
は
「
第
五
世
〔
邦
家
親
王
か
ら
の
世
数
、
筆
者
〕
に
至
り
て
始
め
て
臣
籍
に
列

す
」。
木
下
は
多
嘉
王
の
系
統
と
宮
号
を
有
す
る
多
嘉
王
の
兄
弟
諸
王
の
宮
家
の

存
続
代
数
の
差
に
注
目
し
、
多
嘉
王
が
宮
号
を
有
さ
な
い
事
実
直
接
に
招
く
の
は

「
そ
の
継
承
者
に
授
け
ら
る
べ
き
爵
の
上
下
の
問
題
よ
り
は
、
寧
ろ
臣
籍
に
列
せ

し
め
ら
る
べ
き
世
代
算
数
の
問
題
な
り
」
と
す
る
。
故
に
、
結
論
と
し
て
は
岡
本

と
同
様
の
理
由
で
「
家
彦
王
に
は
侯
爵
を
授
け
ら
る
る
を
妥
当
と
す
べ
し
（
７０
）」
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

家
彦
王
に
対
し
て
侯
爵
を
叙
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
岡
本
の
意
見
は
「
多

嘉
王
が
臣
籍
降
下
し
た
ら
侯
爵
を
授
け
ら
れ
る
べ
き
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い

た
が
、
こ
の
前
提
に
対
し
て
池
田
秀
吉
宗
秩
寮
宗
親
課
長
は
大
正
九
年
基
準
の
第

三
条
「
前
項
ノ
皇
族
カ
庶
出
ナ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
斟
酌
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
」

を
引
用
し
、
庶
出
の
多
嘉
王
は
「〔
臣
籍
降
下
の
場
合
は
〕
或
ハ
伯
爵
ヲ
擬
セ
ラ

レ
タ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
」
と
そ
の
継
承
者
の
家
彦
王
に
侯
爵
を
叙
す
る
こ
と
に
反
対

意
見
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、「〔
多
嘉
王
は
〕
御
兄
弟
宮
全
部
ガ
庶
出
デ
在
ツ

タ
カ
ラ
」、「
庶
出
ナ
ル
コ
ト
ヲ
余
リ
過
大
視
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
」
と
の
理
由

で
、
池
田
の
意
見
も
岡
本
に
論
駁
さ
れ
た
（
７１
）。

し
か
し
池
田
は
さ
ら
に
親
等
論
と
い
う
新
し
い
理
論
を
提
出
す
る
。
当
時
久
邇

宮
家
当
主
で
あ
っ
た
朝
融
王
に
対
し
て
家
彦
王
は
「
従
兄
弟
ニ
シ
テ
四
親
等
デ
ア

ル
」。「
朝
融
王
ニ
ハ
二
親
等
ナ
ル
邦
英
王
ニ
伯
爵
ヲ
授
ケ
ラ
レ
タ
実
情
デ
ア
ル
カ

ラ
、
朝
融
王
ニ
対
シ
四
親
等
ナ
ル
家
彦
王
ニ
侯
爵
ヲ
授
ケ
ラ
ル
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
明

ニ
順
逆
ヲ
失
ス
ル
ノ
デ
ア
ル
（
７２
）」
と
、
池
田
は
当
時
の
久
邇
宮
家
当
主
の
朝
融
王
と

の
親
等
の
親
疎
を
根
拠
と
し
て
家
彦
王
の
侯
爵
授
爵
の
不
当
を
論
じ
た
。
し
か
し
、

池
田
の
親
等
論
に
は
根
本
的
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
昭
和
二
年
の
待
遇
基
準

に
よ
る
と
、
宮
号
を
有
す
る
王
か
ら
二
親
等
に
あ
た
る
長
男
の
第
二
子
は
「
宮
号

の
継
承
者
〔
こ
の
場
合
長
孫
に
該
当
す
る
〕
に
次
ぐ
年
長
者
」
と
し
て
臣
籍
降
下

の
際
に
侯
爵
を
授
け
ら
れ
る
が
、
同
王
か
ら
一
親
等
の
三
男
が
臣
籍
降
下
す
る
と

侯
爵
よ
り
下
位
に
あ
た
る
伯
爵
を
授
け
ら
れ
る
。
臣
籍
降
下
の
際
の
叙
爵
は
宮
号

の
継
承
者
と
親
等
の
親
疎
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
内
藏
頭
、
宮
内
参
事
官
岩
波
武
信
は
「
久
邇
宮
ノ
御
系
統
ニ
於
テ
ハ
王�

位�

継�

承�

ノ�

順�

序�

ハ
邦
英
王
（
東
伏
見
伯
爵
）
ノ
方
家
彦
王
ヨ
リ
上
位
」
に
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
家
彦
王
に
伯
爵
以
上
の
爵
位
を
授
け
る
こ
と
に
反
対
を
表
明
し

て
い
た
が
、
岡
本
は
昭
和
二
年
の
待
遇
基
準
を
根
拠
と
し
て
以
下
の
反
論
を
示
し

た
。
す
な
わ
ち
、
王
位
継
承
の
順
序
に
つ
い
て
「
宮
号
ヲ
有
ス
ル
王
ノ
男
子
ハ
常

ニ
イ
ツ
レ
モ
該
王
ノ
弟
ヨ
リ
上
位
ニ
ア
」
る
。
し
か
し
、「
王
ノ
第
三
男
子
カ
伯

爵
ヲ
授
ケ
ラ
ル
」
の
に
対
し
て
「
王
ノ
次
弟
カ
侯
爵
ヲ
授
ケ
ラ
ル
（
７３
）」
こ
と
か
ら
み

る
と
、
臣
籍
降
下
の
際
の
叙
爵
は
宮
号
の
継
承
順
序
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

ま
た
、
次
男
の
徳
彦
王
に
子
爵
を
叙
す
る
酒
巻
の
待
遇
案
に
対
し
て
岡
本
は
明
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治
三
〇
年
の
北
白
川
宮
能
久
親
王
の
非
嫡
出
子
二
荒
芳
之
、
上
野
正
雄
の
例
を
取

り
上
げ
、「
二
氏
が
故
能
久
親
王
の
実
子
た
る
こ
と
を
認
許
せ
ら
れ
、
何
れ
も
伯

爵
を
授
け
ら
れ
た
る
事
例
あ
り
、
此
の
両
氏
は
遂
に
皇
族
た
る
の
身
位
を
有
せ
ず
、

所
謂
世
に
埋
も
れ
た
る
御
落
胤
た
る
士
平
民
が
華
族
に
列
し
伯
爵
を
授
け
ら
れ
た

る
も
の
な
る
」
か
ら
、「
正
妃
よ
り
出
で
た
る
」
徳
彦
王
は
「
御
生
来
の
皇
族
な

り
」。
そ
の
た
め
、
徳
彦
王
に
「
子
爵
又
は
男
爵
を
授
け
ら
る
る
こ
と
は
有
り
得

べ
か
ら
ざ
る
（
７４
）」
と
主
張
し
て
い
た
。

本
章
の
内
容
を
小
括
し
た
い
。
昭
和
二
年
の
待
遇
基
準
は
多
嘉
王
の
子
の
家
彦

王
、
徳
彦
王
の
待
遇
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
昭
和
一
〇
年

代
の
宮
内
省
内
に
は
両
王
の
待
遇
に
関
す
る
意
見
が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
そ
の

う
ち
、
岡
本
愛
祐
の
提
案
は
昭
和
二
年
基
準
に
基
づ
き
、
か
つ
過
去
の
降
下
例
を

参
考
し
た
上
で
の
説
得
力
の
あ
る
意
見
で
は
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
、
二
人
の

皇
族
に
対
し
、
相
対
的
な
優
遇
を
提
案
し
た
岡
本
の
意
見
も
よ
り
低
位
の
待
遇
を

提
示
し
た
酒
巻
草
案
も
採
用
さ
れ
ず
、
両
王
は
結
局
伯
爵
を
叙
さ
れ
、
昭
和
一
七
、

一
八
年
に
そ
れ
ぞ
れ
臣
籍
降
下
し
た
。
こ
の
最
終
の
待
遇
の
具
体
的
な
立
案
過
程

を
裏
付
け
る
よ
う
な
史
料
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
両
王
の
臣
籍
降
下
の

前
に
、
岡
本
は
「
両
王
に
対
す
る
叙
爵
及
ひ
賜
金
額
（
７５
）に
つ
き
て
は
異
見
も
若
干
生

す
る
こ
と
を
期
待
せ
さ
る
へ
か
ら
す
。
依
つ
て
皇
族
及
ひ
枢
密
顧
問
官
に
対
し
会

議
前
に
充
分
了
解
を
や
ら
し
む
る
必
要
あ
る
へ
く
相
当
の
苦
心
を
要
す
へ
し
（
７６
）」
と

宮
内
当
局
に
注
意
し
た
。
こ
の
岡
本
の
意
見
か
ら
考
え
る
と
、
最
終
の
待
遇
は
宮

内
省
と
各
宮
家
、
枢
密
院
側
と
の
「
充
分
了
解
」
の
上
で
制
定
さ
れ
た
折
衷
案
で

は
な
か
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。

お
わ
り
に
―
家
名
か
ら
の
推
測

明
治
四
〇
年
の
皇
室
典
範
増
補
第
一
条
は
臣
籍
降
下
に
つ
い
て
「
家
名
を
賜
ひ

華
族
に
列
せ
し
む
こ
と
」
と
表
現
し
て
い
る
。
本
論
文
の
最
後
に
、
臣
籍
に
降
下

し
た
皇
族
に
与
え
る
家
名
の
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
酒
巻
芳
男
の
説

に
よ
る
と
、「
家
名
は
御
自
身
御
選
定
の
上
、
勅
旨
を
以
て
之
を
下
し
賜
は
る
事

を
常
と
す
る
（
７７
）」
も
の
で
あ
り
、
家
名
の
選
定
に
つ
い
て
宮
内
省
は
基
本
的
に
降
下

者
本
人
（
７８
）あ
る
い
は
降
下
者
所
属
の
宮
家
の
意
見
（
７９
）を
尊
重
し
て
い
た
。

大
正
九
年
最
初
芳
麿
王
が
臣
籍
降
下
し
た
時
、
山
階
宮
家
は
「
山
階
を
以
て
家

名
と
為
し
度
」
と
い
う
意
見
を
提
出
し
た
が
、
出
身
の
宮
家
の
宮
号
を
降
下
者
の

家
名
と
す
る
意
見
に
対
し
て
宮
内
省
は
「
今
後
華
族
に
列
せ
ら
る
人
数
人
あ
り
。

総
て
山
階
と
云
ふ
て
は
混
し
易
、
徳
川
は
同
氏
の
者
多
き
も
、
是
は
宜
し
か
ら
さ

る
例
な
り
」。「
南
山
階
と
か
東
山
階
と
か
称
す
る
方
宜
し
か
る
へ
し
（
８０
）」
と
い
う
方

針
を
執
り
、
複
数
の
徳
川
公
爵
家
、
島
津
公
爵
家
が
同
時
に
存
在
す
る
よ
う
に
、

同
一
の
宮
家
の
複
数
の
降
下
者
に
同
一
の
家
名
を
下
賜
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な

い
と
判
断
し
た
。
こ
の
宮
内
省
の
方
針
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、「
施
行
準
則
」

の
た
め
後
二
三
代
し
か
存
続
で
き
な
い
伏
見
宮
系
の
宮
家
が
最
初
の
降
下
者
に
宮

号
と
は
異
な
る
家
名
を
擬
し
、
宮
号
の
家
名
を
将
来
宮
家
断
絶
の
時
ま
で
保
留
し
、

公
爵
と
し
て
臣
籍
に
降
下
す
る
長
子
孫
系
統
の
継
承
者
に
そ
れ
を
与
え
る
の
は
合

理
的
な
選
択
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
芳
麿
王
の
臣
籍
降
下
後
、
断
絶
し
た

華
頂
、
東
伏
見
両
宮
家
の
祭
祀
を
継
承
し
た
博
信
王
、
邦
英
王
の
例
を
除
き
、
邦

久
王
と
博
英
王
は
そ
れ
ぞ
れ
久
邇
と
伏
見
の
家
名
を
下
賜
さ
れ
て
臣
籍
に
降
下
し

て
い
る
。
宮
内
省
の
方
針
を
敷
衍
す
る
と
、
将
来
伏
見
、
久
邇
両
宮
家
が
消
滅
す

る
時
、
す
で
に
久
邇
侯
爵
家
と
伏
見
伯
爵
家
が
存
在
し
て
い
る
た
め
降
下
す
る
長
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子
孫
系
統
の
宮
家
当
主
は
宮
号
を
以
て
公
爵
家
の
家
名
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伏
見
宮
系
皇
族
の
本
流
伏
見
宮
家
お
よ
び
東
久
邇
、
朝
香
、

賀
陽
諸
宮
家
の
出
自
の
久
邇
宮
家
の
宮
号
が
家
名
と
し
て
次
男
以
下
の
系
統
に
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
る
で
将
来
宮
家
が
消
滅
す
る
時
に
お
け
る
長
子
孫
系

統
の
臣
籍
降
下
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
久
邇
宮
邦
彦
王
と
伏
見
宮

博
恭
王
は
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
に
対
す
る
反
対
派
の
中
核
人
物
で
あ
る
。
こ

の
家
名
の
選
定
か
ら
み
る
と
、
両
宮
家
は
「
施
行
準
則
」
の
も
と
で
将
来
自
分
の

宮
家
が
消
滅
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
抵
抗
を
も
っ
て
宮
家

の
維
持
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
文
が
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
正
期
か
ら
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
た

「
施
行
準
則
」
に
対
す
る
皇
族
の
反
発
に
降
下
後
の
待
遇
基
準
へ
の
不
満
を
加
え
、

皇
族
の
激
し
い
抵
抗
は
終
始
臣
籍
降
下
制
度
の
不
安
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

ま
た
、
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
が
制
定
さ
れ
た
時
期
と
比
べ
、
昭
和
戦
前
期
、

宮
内
省
の
方
針
に
対
す
る
一
部
の
若
年
層
の
皇
族
の
抵
抗
は
高
年
層
よ
り
さ
ら
に

激
し
く
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
閑
院
宮
春
仁
王
は
父
の
載
仁
親
王
が
「
宮
内

省
に
対
し
て
も
、
ま
こ
と
に
従
順
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、

父
の
態
度
は
軟
弱
で
あ
り
、
卑
屈
で
さ
え
あ
っ
た
」
と
父
親
の
態
度
を
批
判
す
る

と
同
時
に
、
皇
族
に
対
す
る
宮
内
省
の
監
督
を
「
罪
な
存
在
」、「
下
剋
上
」
と
評

価
し
、「
宮
内
大
臣
な
り
、
宗
秩
寮
総
裁
な
り
、
或
は
そ
の
下
僚
が
、
自
己
の
見

解
を
以
て
、
皇
族
の
意
志
掣
肘
す
る
が
如
き
は
、
全
く
言
語
道
断
と
申
す
べ
く
」、

「
皇
族
は
宮
内
省
の
方
針
や
、
意
見
に
支
配
さ
れ
る
べ
き
必
要
は
な
い
」。「
皇
族

は
自
主
性
を
持
つ
べ
き
（
８１
）」
と
主
張
し
て
い
た
。

戦
後
の
皇
籍
離
脱
に
よ
り
、
宮
内
省
と
伏
見
宮
系
皇
族
の
間
に
存
在
し
て
い
た

深
刻
な
確
執
は
結
局
姿
を
消
し
た
。
皇
籍
離
脱
と
臣
籍
降
下
制
度
の
関
係
に
つ
い

て
、
小
田
部
雄
次
氏
は
「
施
行
準
則
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
伏
見
宮
系
宮
家
の
消

滅
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
邦
家
親
王
か
ら
数
え
る
第
五
世
の
時
期
が
戦
後
の
皇
籍

離
脱
の
時
期
に
重
な
っ
た
た
め
、「
十
一
宮
家
の
皇
籍
離
脱
が
比
較
的
順
当
に
な

さ
れ
た
理
由
は
こ
の
あ
た
り
に
も
あ
る
（
８２
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
臣
籍
降
下
制
度
・
方
針
に
対
す
る
皇
族
の
抵
抗
、
お
よ
び
宮
内
省
と

皇
族
と
の
確
執
の
深
刻
化
か
ら
み
る
と
、
も
し
、
大
正
九
年
に
完
成
さ
れ
た
臣
籍

降
下
の
制
度
・
基
準
が
戦
後
、
邦
家
親
王
か
ら
数
え
て
第
五
世
ま
で
存
続
し
て
い

た
ら
、
少
な
く
と
も
一
部
の
宮
家
が
再
び
高
久
氏
が
指
摘
し
て
い
た
「
皇
族
の
同

族
意
識
に
も
と
づ
く
運
動
」
を
展
開
し
て
宮
家
消
滅
の
阻
止
を
企
て
る
可
能
性
は

高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
臣
籍
降
下
の
制
度
の
存

在
は
皇
籍
離
脱
を
順
当
に
推
進
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
外
圧
的
か
つ
強
制
的
な

皇
籍
離
脱
が
な
け
れ
ば
、
皇
族
の
抵
抗
は
続
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
臣
籍
降
下
制

度
の
最
終
目
標
、
す
な
わ
ち
伏
見
宮
系
皇
族
の
完
全
消
滅
の
実
現
は
困
難
に
な
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
）
藤
田
大
誠
氏
は
宮
家
の
新
設
を
近
代
皇
族
制
度
の
「
出
発
点
」
と
「
前

提
」
と
評
価
し
、
皇
族
制
度
の
整
備
を
検
討
し
て
い
る
。
藤
田
大
誠
「
近
代

皇
族
制
度
の
形
成
と
展
開
」（『
藝
林
』
五
九
号
、
藝
林
会
、
二
〇
一
〇
年
四

月
）。

（
２
）
「
太
政
官
日
誌
」
明
治
三
年
、
第
七
〇
号
、「
四
親
王
家
之
外
新
ニ
御
取
建

ニ
相
成
候
親
王
家
之
儀
ハ
二
代
目
ヨ
リ
賜
姓
華
族
ニ
被
列
候
事
」。

（
３
）
た
と
え
ば
、
明
治
五
年
の
北
白
川
宮
智
成
親
王
薨
去
後
に
は
親
王
の
遺
志

に
よ
り
能
久
親
王
が
同
宮
家
を
継
承
。
明
治
九
年
の
華
頂
宮
博
経
親
王
の
病

篤
の
際
に
は
、
王
子
博
厚
王
が
華
頂
宮
を
継
承
す
る
こ
と
も
特
旨
で
許
さ
れ

た
。
宮
内
庁
書
陵
部
編
纂
『
皇
室
制
度
史
料
』
皇
族
四
（
吉
川
弘
文
館
、
一
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九
八
六
年
）、
一
九
一
頁
。

（
４
）
高
久
嶺
之
介
氏
の
研
究
は
皇
族
た
ち
の
「
親
戚
の
情
誼
に
よ
る
運
動
、
す

な
わ
ち
皇
族
の
同
族
意
識
に
も
と
づ
く
運
動
」
を
「
一
代
皇
族
制
」
が
崩
れ

た
原
因
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
後
述
の
通
り
、
大
正
九
年
に
成
立
し
た
臣
籍

降
下
の
基
準
も
皇
族
の
抵
抗
に
よ
り
動
揺
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
皇
族
の
抵
抗

の
理
由
と
し
て
こ
の
「
同
族
の
情
誼
」
も
無
視
は
で
き
な
い
。
高
久
嶺
之
介

「
近
代
皇
族
の
権
威
集
団
化
過
程
―
そ
の
一

近
代
宮
家
の
編
成
過
程
―
」、

（『
社
会
科
学
』
二
七
号
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
一
年
）

一
九
二
頁
。

（
５
）
川
田
敬
一
『
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
皇
室
財
産
』（
原
書
房
、
二
〇
〇

一
年
）
二
〇
二
〜
二
〇
三
頁
。

（
６
）
帝
室
制
度
調
査
局
案
の
制
定
お
よ
び
皇
室
典
範
増
補
の
成
立
に
つ
き
、
前

掲
川
田
敬
一
『
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
皇
室
財
産
』
の
ほ
か
、
原
田
一
明

「
明
治
四
十
年
皇
室
典
範
『
増
補
』
考
」（『
国
学
院
法
学
』
四
〇
巻
、
四
号
、

二
〇
〇
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
７
）
永
井
和
「
波
多
野
敬
直
宮
内
大
臣
辞
職
顛
末
―
一
九
二
〇
年
の
皇
族
会

議
」（『
立
命
館
文
学
』
六
二
四
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
）。

（
８
）
た
と
え
ば
、
小
田
部
雄
次
『
皇
族
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
九
年
）、

同
『
天
皇
と
宮
家
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
一
連
の
皇
族

関
係
著
作
。
浅
見
雅
男
『
闘
う
皇
族
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
同

『
天
皇
と
皇
族
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。

（
９
）
叙
爵
の
基
準
に
関
す
る
代
表
的
な
推
測
と
し
て
、
浅
見
雅
男
氏
は
叙
爵
の

結
果
に
基
づ
き
、「
同
一
の
宮
家
か
ら
最
初
に
臣
籍
降
下
し
た
者
は
侯
爵
、

そ
れ
以
下
は
伯
爵
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。
浅
見

雅
男
『
闘
う
皇
族
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
二
九
九
頁
。
後
述
の
通

り
、
同
氏
の
推
測
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。

（
１０
）
前
掲
高
久
嶺
之
介
「
近
代
皇
族
の
権
威
集
団
化
過
程
―
そ
の
一

近
代
宮

家
の
編
成
過
程
―
」
一
六
〇
頁
。

（
１１
）
前
掲
小
田
部
雄
次
『
天
皇
の
宮
家
』
一
二
九
頁
。

（
１２
）
高
久
嶺
之
介
「
天
皇
の
家
―
明
治
期
に
お
け
る
皇
族
の
位
置
」、
同
志
社

大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
共
同
研
究
日
本
の
家
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九

八
一
年
）
所
収
、
四
二
二
〜
四
三
〇
頁
。
同
研
究
に
よ
る
と
、
最
初
に
立
案

さ
れ
た
皇
室
制
規
は
各
宮
家
の
臣
籍
降
下
の
制
度
を
規
定
し
た
。
山
階
・
久

邇
・
北
白
川
三
宮
家
は
「
現
今
宣
下
親
王
ノ
継
嗣
ヲ
諸
王
ト
ナ
シ
、
諸
王
ノ

継
嗣
ヨ
リ
華
族
ニ
列
シ
侯
爵
ヲ
授
ク
ヘ
シ
」。
梨
本
・
華
頂
二
宮
家
は
「
現

今
諸
王
ノ
継
嗣
ヨ
リ
華
族
ニ
列
シ
侯
爵
ヲ
授
ク
ヘ
シ
」。
そ
の
後
の
帝
室
典

則
も
皇
族
降
下
の
際
の
爵
位
に
つ
い
て
「
有
栖
川
宮
、
小
松
宮
、
伏
見
宮
の

二
男
以
下
は
諸
王
と
し
て
賄
料
を
附
与
し
、
そ
の
子
は
す
べ
て
華
族
と
し
子

爵
を
授
く
。
山
階
宮
、
久
邇
宮
、
北
白
川
宮
、
載
仁
親
王
の
継
嗣
は
諸
王
と

し
、
三
代
目
よ
り
は
華
族
と
し
侯
爵
を
授
く
、
現
親
王
の
二
男
以
下
は
諸
王

と
し
、
帝
室
よ
り
賄
料
を
附
与
し
、
そ
の
子
は
す
べ
て
華
族
と
し
、
男
爵
を

授
く
。
梨
本
宮
、
華
頂
宮
の
場
合
、
現
親
王
の
継
嗣
よ
り
華
族
と
し
、
侯
爵

を
授
く
」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
１３
）
酒
巻
芳
男
『
華
族
制
度
の
研
究
』
第
一
輯
（
霞
会
館
、
一
九
八
七
年
）、

一
二
七
頁
。

（
１４
）
「
勲
一
等
藤
麿
王
殿
下
ニ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列
セ
ラ
ル
ル
ノ
件
」

JA
CA
R

、Ref.A
03033701000

。

（
１５
）
邦
久
王
か
ら
徳
彦
王
ま
で
、
諸
王
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
枢
密
院
の
審
査

報
告
に
以
下
の
「
定
型
文
」
が
あ
る
。「
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
際
シ
相
当
ノ

爵
位
ヲ
賜
ヒ
且
一
家
ノ
創
立
及
其
ノ
家
格
ノ
維
持
ニ
必
要
ナ
ル
資
産
ヲ
給
セ
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ラ
ル
ル
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
宮
内
当
局
ニ
於
テ
先
例
ニ
照
シ
慎
重
審
議
ノ
上
案
ヲ

具
シ
テ
御
裁
可
ヲ
奏
請
ス
ベ
キ
旨
言
明
ア
リ
タ
リ
」。
た
だ
し
「
施
行
準

則
」
の
制
定
後
、
臣
籍
降
下
の
最
初
の
例
で
あ
る
芳
麿
王
の
降
下
に
関
す
る

審
査
報
告
に
は
、「
先
例
ニ
照
シ
」
の
部
分
が
な
い
。

（
１６
）
「
勲
一
等
芳
麿
王
殿
下
ニ
家
名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列
セ
ラ
ル
ル
ノ
件
」、Ref.

A
03033630100

。

（
１７
）
「
邦
久
王
殿
下
臣
籍
降
下
の
件
」、
宮
内
公
文
書
館26341

。
し
か
し
、
実

際
の
議
場
に
お
い
て
宮
内
省
側
は
降
下
後
の
待
遇
を
枢
密
院
側
に
言
明
し
な

か
っ
た
。

（
１８
）
倉
富
勇
三
郎
日
記
研
究
会
編
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
（
国
書
刊
行

会
、
二
〇
一
〇
年
）
六
一
九
頁
、
大
正
九
年
七
月
一
日
条
。

（
１９
）
「
皇
室
典
範
増
補
」
第
五
条：

「
第
一
条
〔
王
ハ
勅
旨
又
ハ
情
願
ニ
依
リ
家

名
ヲ
賜
ヒ
華
族
ニ
列
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
〕
第
二
条
第
四
条
ノ
場
合
ニ

於
テ
ハ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ノ
諮
詢
ヲ
経
ヘ
シ
」。

（
２０
）
「
勲
一
等
邦
英
王
殿
下
に
家
名
を
賜
い
華
族
に
列
せ
ら
る
る
の
件
」、
宮
内

公
文
書
館26345

。

（
２１
）
こ
の
大
正
九
年
の
待
遇
基
準
の
具
体
的
な
制
定
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、

「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
所
収
「
家
彦
王
臣
籍
降
下
ニ
際
ス
ル
擬
爵
ノ
件
」

と
い
う
意
見
書
に
お
い
て
、
岡
本
は
基
準
に
つ
い
て
「
準
則
制
定
後
程
遠
カ

ラ
ヌ
時
期
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ト
覚
シ
キ
『
皇
族
ノ
臣
籍
ニ
降
下
シ
タ
ル
場
合
ノ

御
待
遇
ニ
関
ス
ル
件
』」
と
言
及
し
て
い
る
。（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治

学
研
究
科
附
屬
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
岡
本
愛
祐
関
係
文

書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

８
）。
ま
た
、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
史
料
中
に
も

「
準
則
制
定
直
後
内
定
セ
ラ
レ
タ
ル
皇
族
ノ
臣
籍
ニ
降
下
シ
タ
ル
場
合
ノ
御

待
遇
ニ
関
ス
ル
件
」
と
、
同
基
準
の
存
在
に
言
及
し
た
文
章
が
存
在
し
て
い

る
。（「『
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
』
ト
家
彦
王
及
徳
彦
王
臣
籍
降

下
ニ
際
ス
ル
擬
爵
ノ
件
意
見
」
宮
内
公
文
書
館91013

）。

（
２２
）
「
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
内
規
ノ
件

枢
密
院
議
長
公
爵
山
縣
有
朋
宛
審

査
委
員
長
枢
密
顧
問
官
子
爵
伊
東
巳
代
治
・
審
査
委
員
枢
密
顧
問
官
子
爵
末

松
謙
澄
・
枢
密
顧
問
官
富
井
政
章
・
枢
密
顧
問
官
侯
爵
井
上
勝
之
助
意
見

書
」
大
正
九
年
、
宮
内
公
文
書
館93453

。

（
２３
）
「
皇
族
臣
籍
降
下
ノ
場
合
ニ
於
テ
賜
ハ
ル
ベ
キ
爵
ニ
関
ス
ル
意
見
」（
東
京

大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
附
屬
近
代
日
本
法
政
史
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵

「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

６
）、
な
お
、
同
史
料
は
宮
内

公
文
書
館
所
蔵93447

番
の
文
書
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

（
２４
）
前
掲
永
井
和
「
波
多
野
敬
直
宮
内
大
臣
辞
職
顛
末
―
一
九
二
〇
年
の
皇
族

会
議
」、
四
九
七
〜
四
九
八
頁
。

（
２５
）
前
掲
永
井
論
文
五
〇
三
〜
五
〇
五
頁
。

（
２６
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
六
一
九
〜
六
二
〇
頁
、
大
正
九
年

七
月
一
日
条
。

（
２７
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
六
二
八
頁
、
大
正
九
年
七
月
七
日

条

（
２８
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
六
四
二
頁
、
大
正
九
年
七
月
一
三

日
条

（
２９
）
坂
本
一
登
「
新
し
い
皇
室
像
を
求
め
て
―
大
正
後
期
の
親
王
と
宮
中
―
」、

近
代
日
本
研
究
会
編
『
宮
中
・
皇
室
と
政
治
』（
年
報
近
代
日
本
研
究
二
〇
、

山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
所
収
。

（
３０
）
西
川
誠
「
大
正
後
期
皇
室
制
度
整
備
と
宮
内
省
」
近
代
日
本
研
究
会
編

『
宮
中
・
皇
室
と
政
治
』（
年
報
近
代
日
本
研
究
二
〇
、
山
川
出
版
社
、
一
九

九
八
年
）
所
収
、
九
八
〜
一
〇
一
頁
。
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（
３１
）
倉
富
勇
三
郎
日
記
研
究
会
編
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
二
巻
（
国
書
刊
行

会
、
二
〇
一
二
年
）
一
五
九
頁
。
大
正
一
〇
年
四
月
七
日
条
。

（
３２
）
倉
富
勇
三
郎
日
記
研
究
会
編
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
三
巻
（
国
書
刊
行

会
、
二
〇
一
五
年
）、
六
八
七
頁
。
大
正
一
二
年
一
〇
月
二
三
日
条
。

（
３３
）
昭
和
一
六
〜
一
七
年
の
家
彦
王
・
徳
彦
王
の
臣
籍
降
下
の
際
、
二
人
の
皇

族
の
待
遇
に
関
す
る
意
見
書
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就

キ
テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）
に
、
参
考

資
料
と
し
て
こ
の
酒
巻
案
が
全
文
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
３４
）
前
掲
「
皇
族
臣
籍
降
下
ノ
場
合
ニ
於
テ
賜
ハ
ル
ベ
キ
爵
ニ
関
ス
ル
意
見
」。

（
３５
）
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ
テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐

関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。

（
３６
）
「
皇
族
ノ
臣
籍
降
下
ニ
関
ス
ル
件
」、
宮
内
公
文
書
館94422

。

（
３７
）
昭
和
二
年
基
準
の
条
文
は
「
皇
族
ノ
臣
籍
降
下
ニ
関
ス
ル
件
」、
宮
内
公

文
書
館94422

よ
り
引
用
。

（
３８
）
前
掲
「
皇
族
臣
籍
降
下
ノ
場
合
ニ
於
テ
賜
ハ
ル
ベ
キ
爵
ニ
関
ス
ル
意
見
」。

（
３９
）
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
第
一
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）

三
五
三
頁
。

（
４０
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』

第
二
巻
、
一
五
二
頁
。
大
正
一
〇
年
四
月
四
日
条
。

（
４１
）
「
神
宮
司
庁
官
制
」
第
二
条：

「
祭
主
ハ
親
任
ト
シ
、
皇
族
ヲ
以
テ
之
ニ
任

ス
。
大
御
手
代
ト
シ
テ
奉
斎
シ
祭
事
ヲ
管
理
ス
。
但
公
爵
ヲ
以
テ
之
ニ
任
ス

ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」。

（
４２
）
「
御
変
更
」
の
内
容
は
不
明
、
後
述
の
「
御
取
消
」
の
こ
と
を
指
す
か
。

（
４３
）
「
覚
書
、
皇
族
臣
籍
降
下
ノ
際
ノ
御
優
遇
ニ
関
ス
ル
件
」
昭
和
三
年
七
月
、

（
前
掲
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

１
）。

（
４４
）
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ
テ
」
昭
和
一
四
年
一
一

月
、（
前
掲
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。

（
４５
）
前
掲
「
覚
書
、
皇
族
臣
籍
降
下
ノ
際
ノ
御
優
遇
ニ
関
ス
ル
件
」。

（
４６
）
伊
藤
隆
・
広
瀬
順
皓
編
『
牧
野
伸
顕
日
記
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇

年
）
四
二
九
頁
、
昭
和
六
年
二
月
一
七
日
条
。

（
４７
）
前
掲
浅
見
雅
男
『
闘
う
皇
族
』
三
〇
〇
頁
。

（
４８
）
前
掲
『
牧
野
伸
顕
日
記
』
四
二
九
頁
、
四
三
七
頁
。
昭
和
六
年
二
月
一
七

日
、
三
月
二
六
日
条
。

（
４９
）
諸
王
が
臣
籍
降
下
の
情
願
を
出
せ
る
年
齢
に
つ
い
て
、
皇
族
身
位
令
第
二

五
条
は
「
満
十
五
年
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。

（
５０
）
前
掲
永
井
和
「
波
多
野
敬
直
宮
内
大
臣
辞
職
顛
末
―
一
九
二
〇
年
の
皇
族

会
議
」
四
九
八
頁
。

（
５１
）
「
勲
一
等
芳
麿
王
殿
下
に
家
名
を
賜
い
華
族
に
列
せ
ら
る
る
の
件
」、
宮
内

公
文
書
館26340

。

（
５２
）
「
邦
久
王
殿
下
臣
籍
降
下
の
件
」、
宮
内
公
文
書
館26341

。

（
５３
）
同
上
。

（
５４
）
明
治
皇
室
典
範
第
一
三
条
と
一
四
条
は
「
天
皇
及
皇
太
子
皇
太
孫
ハ
満
十

八
歳
ヲ
以
テ
成
年
ト
ス
」。「
前
条
ノ
外
ノ
皇
族
ハ
満
二
十
年
ヲ
以
テ
成
年
ト

ス
」
と
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
臣
籍
降
下
の
対
象
の
諸
王
の
成
年
は
二

〇
歳
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
５５
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
六
四
九
頁
。
大
正
九
年
七
月
二
〇

日
条
。

（
５６
）
「
勲
一
等
芳
麿
王
殿
下
に
家
名
を
賜
い
華
族
に
列
せ
ら
る
る
の
件
」、
宮
内

公
文
書
館26340

。

（
５７
）
前
掲
注
２８
の
通
り
、
皇
族
会
議
の
前
に
お
け
る
宮
相
の
内
申
の
時
、
北
白
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川
宮
も
「
芳
麿
王
の
降
下
の
情
願
も
宮
内
省
よ
り
催
促
し
て
情
願
を
為
さ
し

め
た
る
様
に
思
ひ
居
ら
れ
、
芳
麿
王
は
只
今
士
官
学
校
在
学
中
な
る
に
、
中

途
に
て
待
遇
を
易
ふ
る
は
残
酷
な
り
」
と
の
反
対
意
見
を
表
明
し
た
。

（
５８
）
「
勲
一
等
芳
麿
王
殿
下
に
家
名
を
賜
い
華
族
に
列
せ
ら
る
る
の
件
」、
宮
内

公
文
書
館26340

。

（
５９
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
一
四
三
頁
。
大
正
八
年
五
月
八
日

条
。

（
６０
）
例
え
ば
、
大
正
期
の
学
習
院
に
お
い
て
「
皇
族
方
は
他
の
一
般
学
生
と
共

に
、
同
一
の
教
場
に
於
て
受
業
あ
ら
せ
ら
る
る
が
故
に
、
御
履
修
の
学
科
及

び
其
の
進
度
等
は
一
般
学
生
と
全
然
同
一
な
り
と
雖
も
、
時
に
は
御
補
習
の

意
味
に
て
、
課
外
と
し
て
特
別
の
学
科
を
御
履
修
あ
ら
せ
ら
れ
た
る
こ
と
あ

り
」。
学
習
院
編
『
学
習
院
史

開
校
五
十
年
記
念
』（
一
九
二
八
年
）
二
一

四
頁
。

（
６１
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
二
巻
、
八
八
頁
。
大
正
一
〇
年
三
月
八
日

条
。

（
６２
）
「
皇
族
身
分
録
」
一
、
昭
和
三
年
、
宮
内
公
文
書
館7290
。

（
６３
）
「
邦
彦
王
の
弟
多
嘉
王
を
以
て
、
其
の
結
婚
の
礼
終
る
の
後
、
之
れ
を
臣

籍
に
降
し
た
ま
は
ん
と
す
る
内
旨
あ
り
、
是
の
日
侍
従
長
侯
爵
徳
大
寺
実
則

を
し
て
旨
を
宮
内
大
臣
田
中
光
顕
に
伝
へ
し
め
た
ま
ふ
」。
宮
内
庁
編
『
明

治
天
皇
紀
』
第
一
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
六
九
〇
頁
。

（
６４
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
四
五
四
頁
、
大
正
八
年
一
二
月
二

九
日
条
。

（
６５
）
「
家
彦
王
ノ
臣
籍
降
下
に
就
て
」、
前
掲
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部

﹇
１
﹈―
２９
―

３
。

（
６６
）
昭
和
一
四
年
、
多
嘉
王
の
子
の
臣
籍
降
下
に
関
す
る
岡
本
愛
祐
の
意
見
書

の
中
で
、
家
彦
王
と
徳
彦
王
の
臣
籍
降
下
の
可
否
に
つ
き
、
岡
本
も
「
大
正

九
年
制
定
の
皇
族
の
降
下
に
関
す
る
準
則
に
よ
れ
は
多
嘉
王
に
は
準
則
の
適

用
な
き
も
そ
の
子
孫
に
は
準
用
あ
り
。
即
ち
家
彦
王
徳
彦
王
両
殿
下
ハ
降
下

を
免
る
る
こ
と
能
は
す
。
仮
に
新
に
宮
号
を
賜
ふ
と
も
何
等
の
変
化
を
招
来

す
る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
て
い
た
。「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降

下
ニ
就
キ
テ
」、
前
掲
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
。

（
６７
）
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ
テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐

関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。

（
６８
）
一
方
、
岡
本
は
前
掲
藤
麿
王
の
特
例
に
注
目
し
て
「
藤
麿
王
殿
下
ニ
ハ
曩

ニ
明
治
天
皇
ヨ
リ
将
来
神
宮
祭
主
ト
ナ
ラ
セ
ラ
ル
ル
御
沙
汰
ア
リ
シ
関
係
モ

ア
リ
、
同
殿
下
ニ
対
シ
テ
ハ
特
ニ
侯
爵
ヲ
授
ケ
ラ
レ
云
々
」
と
藤
麿
王
の
例

を
引
用
し
て
「
多
嘉
王
ガ
神
宮
祭
主
ノ
宮
デ
在
ラ
セ
ラ
レ
タ
コ
ト
ガ
侯
爵
説

ノ
最
モ
有
力
ナ
ル
根
拠
ト
ナ
ル
ノ
デ
ア
ル
」
と
主
張
し
て
い
た
。「
家
彦
王

臣
籍
降
下
ニ
際
ス
ル
授
爵
ノ
件
」、
宮
内
公
文
書
館91012

。

（
６９
）
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ
テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐

関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。

（
７０
）
「
家
彦
王
の
御
事
」
宮
内
公
文
書
館91001

、「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第

一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

７
所
収
同
名
文
書
と
は
同
一
の
史
料
。

（
７１
）
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ
テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐

関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。

（
７２
）
同
上
。

（
７３
）
「『
皇
族
ノ
降
下
ニ
関
ス
ル
施
行
準
則
』
ト
家
彦
王
及
徳
彦
王
臣
籍
降
下
ニ

際
ス
ル
擬
爵
ノ
件
意
見
」、
宮
内
公
文
書
館91013

。

（
７４
）
「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ
テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐

関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。
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（
７５
）
大
正
九
年
「
施
行
準
則
」
の
制
定
か
ら
家
彦
王
の
臣
籍
降
下
ま
で
の
間
に

臣
籍
降
下
し
た
一
〇
人
の
皇
族
全
員
は
宮
号
を
有
す
る
王
の
次
男
以
下
の
男

子
で
あ
っ
た
た
め
、
臣
籍
降
下
の
際
は
そ
れ
ら
の
皇
族
に
対
す
る
世
襲
財
産

と
一
家
設
立
の
資
金
の
下
賜
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
家
彦
王
は
実
際

の
長
男
と
し
て
従
来
の
次
男
以
下
の
臣
籍
降
下
と
異
な
り
父
親
の
多
嘉
王
の

遺
産
を
継
承
し
た
た
め
、
同
王
の
場
合
は
、
従
来
一
〇
〇
万
円
と
し
て
い
た

多
額
の
下
賜
金
を
減
額
す
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
が
生
じ
宮
内
省
内
に
も
論

争
が
起
こ
っ
た
。
岡
本
は
「
多
嘉
王
の
遺
産
に
つ
き
も
多
少
は
存
す
へ
き
も

小
松
宮
の
場
合
に
於
け
る
か
如
く
継
承
者
の
為
め
有
力
な
財
源
た
る
程
多
額

あ
り
と
は
想
像
し
得
さ
る
を
以
て
賜
金
減
額
の
必
要
も
な
き
」、「
百
万
円
は

一
見
巨
額
の
観
あ
る
も
新
築
費
を
除
き
残
額
を
基
金
と
し
其
の
利
子
を
以
て

生
活
費
に
充
て
相
当
の
体
面
を
維
持
せ
し
む
る
を
本
旨
と
す
る
か
故
に
之
か

減
額
は
困
難
な
り
」
と
家
彦
王
の
下
賜
金
の
減
額
に
反
対
し
た
。
結
局
、
岡

本
の
主
張
の
通
り
、
多
嘉
王
の
子
に
対
し
て
従
来
の
降
下
者
と
同
様
の
一
〇

〇
万
円
を
下
賜
し
た
。「
家
彦
王
及
徳
彦
王
両
殿
下
ノ
臣
籍
降
下
ニ
就
キ

テ
」（
前
掲
「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

２
）。

（
７６
）
「
皇
族
臣
籍
降
下
ノ
場
合
ニ
於
テ
賜
ハ
ル
ベ
キ
爵
ニ
関
ス
ル
意
見
」（
前
掲

「
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
」
第
一
部
﹇
１
﹈―
２９
―

６
）。

（
７７
）
前
掲
『
華
族
制
度
の
研
究
』
第
一
輯
、
二
七
二
頁
。

（
７８
）
例
え
ば
、
藤
麿
王
の
場
合
、
筑
波
の
家
名
を
選
ん
だ
の
は
藤
麿
王
本
人
で

あ
る
。
藤
麿
王
の
息
子
筑
波
常
治
は
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
「
依
頼
に
よ
っ

て
、
東
大
文
学
部
の
教
授
が
、
あ
れ
こ
れ
知
恵
を
し
ぼ
っ
た
が
、
名
案
が
う

か
ば
な
い
。
そ
の
と
き
、
父
が
思
い
つ
い
た
の
が
『
筑
波
』
で
あ
る
。
筑
波

山
は
、
父
が
実
家
の
庭
か
ら
、
朝
夕
は
る
か
に
眺
め
て
親
し
ん
で
き
た
山

だ
っ
た
。
し
か
も
、
父
の
父
親
が
、
そ
の
頂
上
に
気
候
観
測
所
を
た
て
た
」

と
回
想
し
て
い
る
。
筑
波
常
治
『
破
約
の
時
代
』（
講
談
社
、
一
九
五
九

年
）
一
五
頁
。

（
７９
）
藤
麿
王
の
弟
萩
麿
王
の
場
合
、
萩
麿
王
は
「
御
家
名
の
内
撰
方
を
母
宮
殿

下
に
御
一
任
あ
ら
せ
ら
れ
、
宮
家
に
於
て
は
文
学
博
士
三
上
参
次
同
関
根
正

直
に
諮
ら
れ
慎
重
御
詮
議
の
結
果
、
鹿
島
立
科
の
両
案
を
得
ら
れ
、
昭
和
三

年
四
月
二
十
二
日
母
宮
殿
下
に
は
鹿
島
を
御
内
撰
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
そ
も
そ

も
鹿
島
は
山
階
宮
よ
り
鹿
島
立
の
意
に
し
て
且
関
東
の
名
社
、
立
科
は
山
階

（
科
）
宮
よ
り
立
つ
の
意
に
て
甲
州
に
あ
る
名
山
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
同

王
の
家
名
を
選
定
し
た
の
は
山
階
宮
家
の
方
で
あ
る
。
伯
爵
鹿
島
家
編
『
伯

爵
鹿
島
萩
麿
』（
鹿
島
家
、
一
九
三
七
年
）
一
五
五
頁
。

（
８０
）
前
掲
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
第
一
巻
、
六
二
三
〜
六
二
四
、
六
二
八
頁
。

大
正
九
年
七
月
五
日
、
及
び
七
月
七
日
条
。

（
８１
）
閑
院
純
仁
『
日
本
史
上
の
秘
録
』（
日
本
民
主
協
会
、
一
九
六
七
年
）
一

七
五
〜
一
八
五
頁
。

（
８２
）
前
掲
小
田
部
雄
次
『
天
皇
と
宮
家
』、
一
八
頁
。
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